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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議   事   日   程       第 ３ 号 

12月８日（水）９時開議 

 日程第１ 市政事務に対する一般質問 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和３年12月武雄市議会定例会一般質問通告書 

順番 議 員 名 質 問 要 旨 

５ ８ 古 川 盛 義 

１．法定外公共物、道路占用の料金徴収について 
 
２．スポーツ行政について 

1)スポーツ施設整備について 

６ ５ 江 口 康 成 

１．ふるさと納税について 
 
２．交通アクセスについて 
 
３．災害への備えについて 
 
４．マスタープラン（総合計画）について 

７ 20 江 原 一 雄 

１．六角川流域治水対策について 
 
２．ふるさと納税業務委託について 
 
３．防災行政無線について 
 
４．建設行政について 
 
５．環境問題について 

８ 12 池 田 大 生 

１．市政運営について 
1)豪雨災害からの迅速な復旧・復興 
2)武雄市 新・創造的復興プラン 基本方針①～⑤に
ついて 

3)治水対策 専門課の設置と抜本的対策 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

開   議    ９時 

○議長（山口昌宏君） 

皆さんおはようございます。前日に引き続き本日の会議を開きます。 

昨日の議事進行について聞き取り等を行い精査をいたしましたので、御報告を申し上げま

す。 

３番猪村議員の質問のときに、「職員さんが聞き取りの際に私の前で泣かれたんですよ、

きついです、苦しいです」と発言がありました。 
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これについて松尾初秋議員から、「職員さんは悔しくて泣いたということだった」と、議

事進行がありました。あわせて、猪村議員からも、「圧力をかけたり何か言ったりはしてない、

精査をしてほしい」とありました。 

職員２人に確認をいたしております。 

それによりますと、「これまで全員協議会や特別委員会において説明を求められ、真摯に

対応を行ってきており、一方、現場では、きつい思いをしながら寄附者の対応に当たってい

る。聞き取りの際に、現場の状況を説明する際、なかなか理解をいただけないので、ついつ

い感情的になってしまい、きつい思いです、苦しいですという表現をしました」ということ

でありました。 

それぞれの、そのときの判断であるものと思っております。職員も議員の方も、お互いに

一生懸命やっている状況ですので、今後、よろしくお願いいたします。 

それでは、日程に基づき市政事務に対する一般質問を開始いたします。８番古川議員の質

問を許可いたします。８番古川議員 

○８番（古川盛義君）〔登壇〕 

おはようございます。久しぶりの一般質問でございますので、聞きにくいところいろいろ

あると思いますが、そこは御容赦いただきたいと思います。 

まず、法定外公共物について質問をいたします。 

令和３年度の予算、土木使用料に、法定外公共物占用料というのが 115 万円計上されてお

ります。また、道路占用料 1,125 万 4,000 円も計上されておるところでございます。 

11 月に決算審査で皆様方に審査をいただきました令和２年度の決算書の中では、法定外公

共物占用料というのは 144 万 4,941 円の収入で、市道占用料 1,161 万 8,353 円ということに

なっております。 

実は、今年の５月頃だったと思います。建設課に参りまして、職員さんが４名か５名で、

この法定外公共物占用料の請求書を、封書をつくってありました。 

この法定外公共物というのは、市道占用、里道、水路などの使用料を徴収しているもので

ございます。 

そのときに、公有水面という言い方もあるんですが、使用料、安かろうと聞きました。「は

い」と。 

そこででございます、今現在、使用料を徴収している件数は全体で何件ぐらいあるのか、

まずお尋ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

野口まちづくり部長 

○野口まちづくり部長〔登壇〕 

おはようございます。議員御質問の占用の件数ですが、令和２年度での市道の道路占用が
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393 件、それと、法定外公共物の里道占用が 101 件、水路占用が 509 件であり、合計で 1,003

件となっております。 

○議長（山口昌宏君） 

８番古川議員 

○８番（古川盛義君）〔登壇〕 

先ほど申しましたとおり、これ、1,003 件あるということなんですが、多分、恐らく少額

のものが非常に多いと思います。 

そこでです、年間 500 円以下の件数は何件ぐらいあるんでしょうか。 

○議長（山口昌宏君） 

野口まちづくり部長 

○野口まちづくり部長〔登壇〕 

500 円以下の件数についてですけれど、595 件で、全体の約 60％となっております。 

○議長（山口昌宏君） 

８番古川議員 

○８番（古川盛義君）〔登壇〕 

60％あると。1,000 件のうち 60％、約 600 件ですね。 

そこででございます、１件当たりどれぐらい請求費用がかかっておるものかお尋ねをいた

します。 

○議長（山口昌宏君） 

野口まちづくり部長 

○野口まちづくり部長〔登壇〕 

徴収１件当たりの経費についての御質問ですが、郵送代が 84 円、封筒、納付書の経費が

13 円程度、合計で 100 円程度となりますが、これに加え、事務をする職員の人件費及びソフ

ト等のデータ管理費用がかかっておりまして、経費としては 100 円以上の費用がかかること

になります。 

○議長（山口昌宏君） 

８番古川議員 

○８番（古川盛義君）〔登壇〕 

100 円を取るのに、人件費まで入れたら 1,000 円ぐらいかかりようわけです。 

とにかく、今、封筒に入れて、こうしよんさったときに、四、五人の職員さんがしてあり

ました。そして、１週間程度かかるということでございます。 

そしたら、今、100 円以上かかると言われましたが、赤字で徴収しよるんですね、赤字で。

ちょっと極端に言えば、人件費まで入れれば 1,000 円ぐらいかかりようわけです。100 円取

るのに 1,000 円かけようわけですね。 
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そういう徴収方法は見直すべきやろうと、私は考えます。 

そこでです。60％あると言われましたが、経費ばかりかかって、収入は、先ほども申しま

したがね、この 1,160 万円と 144 万円ですから、1,300 万円ばかしなんです。数字は 1,300

万円、上がりよるわけです。 

しかしです。これは、一時的な道路占用とか水路の使用とかいうものがあって、その分が、

１万円以上の分が大分加勢をして、その 1,300 万円ぐらいなっとるわけです。 

そこでです。武雄市の法定外公共物管理条例の第５条に、占用の許可の期間は５年と、５

年を超えない範囲で市長が定めるとなっております。市長が長期にわたり占用することが必

要であると認めたときは 10 年以内とすると、許可がですね。 

14 条に、占用の許可を受けた者は、掲げる占用料等の許可の際に納付しなければならない

とあります。これは１年分なんです。 

しかしです。経費をこいだけかけて徴収をしよるなら、500 円以下ぐらいの金額は、５年

とか 10 年とか徴収をしてもいいんじゃないかと思います。 

市の職員さんたちが、行財政改革で一生懸命やりよっとですよと言いんさあわけです。 

しかし、こういうのは、100 円取るのに 1,000 円かけて徴収をするというようなことは、

おかしいわけです。財政改革に反しとるわけです。 

ぜひほかの自治体でも調査いただいて、とにかく、そういうふうにしよるとこ、長期で取

りよるところもあると思います。ですから、そこを御検討いただいて、５年とか 10 年とかで

徴収をするように考えていただきたい。 

市長、どうでしょうか。 

○議長（山口昌宏君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

おはようございます。厳しい財政状況の中、私たちは、不断に行政改革をしていかなけれ

ばならないと思っております。 

行政改革プランをつくって進めておりますけれども、それで終わりじゃなくて、やっぱり

日々改善をしていくことが必要だろうと。 

今、お話を聞いていて、例えば恒久的なものと短期的なものを分けるとか、そういうやり

方もあると思います。 

ぜひ他市の状況も見ながら、この点については改善をしてまいります。 

○議長（山口昌宏君） 

８番古川議員 

○８番（古川盛義君）〔登壇〕 

ぜひお願いをいただきたい。 
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やっぱり本当は、私が言いよう前に、職員さんがこういうとはおかしかばいと、行政改革、

こい旗を上げとるならばせんばいかんとですと私は思います。 

それでは、次にまいります。 

スポーツ行政について質問をいたします。 

今年はオリンピック・パラリンピックが行われました。武雄市でも聖火リレーが行われて

おります。 

2024 年には、国民スポーツ大会が開催されます。武雄でもいろんな競技がなされると思い

ます。 

市民が健康に充実した生活を送るためにスポーツは必要であろうと考えます。そのために、

各種団体が協力されることが重要であろうと思うわけでございます。 

市内のスポーツ振興の体制はどのようになっているのか、まず質問をいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

おはようございます。市内のスポーツ振興の体制につきましては、武雄市体育協会、スポ

ーツ推進委員連絡協議会、総合型地域スポーツクラブ、いわゆるさわやかクラブ武雄でござ

いますが、これらの各種団体との連携を行いスポーツ振興を図っております。 

○議長（山口昌宏君） 

８番古川議員 

○８番（古川盛義君）〔登壇〕 

各種団体と連携をしてということでございますが、子供たちから老人まで、いろんなスポ

ーツに携わって、健康の維持ということでしていただいておるんですが、全体のスポーツ振

興を担っておる武雄市体育協会、この武雄市体育協会の役割っちゅうのはどういうものなん

でしょうか、お尋ねします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

各町体育協会や各競技団体と連携し、スポーツの普及と振興に関する事業を実施されてお

られます。 

また、市からの補助金にて、競技スポーツや生涯スポーツの振興事業を実施していただい

ております。 

○議長（山口昌宏君） 

８番古川議員 

○８番（古川盛義君）〔登壇〕 
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武雄市体育協会も、市の補助金を交付しておる団体でございます。それで毎年、議会にも

決算報告、いろんな事業報告がなされております。 

また、各町の体育協会も各種事業をやられておるわけでございますが、市の体育協会から

各町の体育協会に補助金として支給をされておるんですが、市の財政から各町の体育協会に

補助金の支払いがあるのかないのかお尋ねします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

武雄市体育協会へ委託しておりますスポーツ振興のための補助金の中で町民体育大会等

開催補助金を支出されておりますが、市から直接、各町体育協会へ払っている補助金はござ

いません。 

○議長（山口昌宏君） 

８番古川議員 

○８番（古川盛義君）〔登壇〕 

各町、いろいろスポーツの振興には格差があると思います。 

しかしです。これは、各町の体育協会を維持するために、各戸負担というのもしておるわ

けですね。負担をした上にです。ここであいですけどね、いろんな大会がありますが、その

ときに御祝儀を頂いて、それで穴埋めをして、結局、町の体育協会を維持すると。それでも

赤字だという状況なんです。 

だから、私が言いたいのは、体育協会にもっと補助金を出して、各町に均等に行き渡るよ

うにすべきであろうと、私は思うわけです。 

それで、各町の各戸、各家々が負担をしている金額も各町によって違います。ですが、そ

の事業が違いますので、これを全て均等にせろというわけにはいかんと思います。 

ですが、1,000 円ですね、ちょっと言えば、各戸負担 1,000 円ですよと。1,000 円以上の

ところがほとんどなんですから、そこら辺をひとつ考えていただきたい。 

私の地元の武内町は、体協費というのが前期 700 円、後期 800 円なんです。1,500 円なん

ですね。 

だから、そこら辺を、1,000 円ぐらいに下げるごと、市でどがんじゃい検討のでけんもん

ですか、お尋ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

議員御紹介のとおり、町によっては各戸負担金が 300 円から 1,700 円と大きく差がありま

す。同じ事業を行うにしても、世帯戸数が少ない町は世帯戸数が多い町より負担が大きくな
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っていることは承知しております。 

ただし、町ごとに活動内容や事業内容も異なり、各町体育協会の考え方もあられることか

ら、現状把握をした上で手段を講じてまいりたいと考えております。 

○議長（山口昌宏君） 

８番古川議員 

○８番（古川盛義君）〔登壇〕 

今、若木、武内、東西川登、それから橘、朝日が 1,000 円以上なんですね。 

だから、そこら辺をですね、――旧武雄市の周辺地域なんですね。田舎なんです。だから、

そこら辺にもうちょっと手厚くですよ、――手厚くと言うぎいかんですけど、補助金をちょ

っと均等にしてほしいとお願いをしておきます。 

次に、スポーツ施設の整備です。 

球場とか体育館とかが新しくできるんですが、老朽化が進んでおる施設もたくさんあると

思います。 

その中に、武雄のまちの中にある天神崎テニスコートっちゅうのがあるんですね。 

とにかく、駐車場がない。そいで、何と言いますか、住民の皆さんから苦情もたくさん来

ておるというのを聞いております。 

天神崎のテニスコートの現状はどうなんでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

天神崎テニスコートの今の現状でございますが、まず、主な施設といたしましては、人工

芝コートが５面、夜間照明施設が 18 基、駐車場が７台分整備されております。 

人工芝につきましては、改修から 20 年以上経過していることから、全体的に摩耗により

劣化しており、全面改修には多額の費用がかかることから、破損箇所の部分補修で、現在、

対応しております。 

夜間照明につきましても、平成 22 年に照明ランプの取替えを行っておりますが、水銀灯

の製造禁止が決まっており、ＬＥＤ灯への更新の検討が必要になってきております。 

また、駐車場につきましては、特に週末の大会開催による利用の際には、近隣の佐賀県総

合庁舎駐車場の借用等により対応されているものの、議員御指摘のとおり、駐車台数に限界

があり、路上駐車も多く見られる現状でございます。 

○議長（山口昌宏君） 

８番古川議員 

○８番（古川盛義君）〔登壇〕 

住民の皆さんから非常に多くの苦情を、市にも来よるでしょう、体育協会にも来よるでし
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ょう。 

これを改善するために、これをないごとするためには、もう私は、移転しかないと、どこ

かに適当な土地を見つけて移転するよりほかないと、私はそう思いますが、どうでしょうか。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

現時点で移転についての具体的な計画はございません。 

○議長（山口昌宏君） 

８番古川議員 

○８番（古川盛義君）〔登壇〕 

計画はないと。今までどおり、苦情を聞くだけということでございます。 

ですが、ちょっとその前にお尋ねなんですがね、もし万一――新しいところに移転すると

いうのはまた後でしまして、人工芝とか、照明灯、駐車場とありますが、言われましたが、

駐車場があそこの周辺に 30 台確保できる土地はないんですね。絶対ないんです。もう住宅が

はりついてしもうとっとです。市の所有地もなかとです。 

ですから、そういうことをですね、移転せんでそこでやりますよというなら、結局テニス

コートを１面潰すとかしかないわけですね。 

そこで、人工芝が傷んでおる、照明がもう駄目だと、苦情が来よるということであれば、

その苦情を我慢したとして、これ、テニスコート改修費用というのはどれぐらいかかるもん

なんですか、お尋ねします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

あくまでも概算ではございますが、人工芝の張り替えに約 5,000 万円、照明設備のＬＥＤ

化に約 3,000 万円、それから、駐車場の増設につきましては、先ほどありましたとおり、敷

地の確保には大変な問題があり、テニスコートを１面、駐車場に変えるとかいう想定の下、

30 台ほど確保すると過程いたしまして、約 1,200 万円程度と概算で出しておりますので、全

体で約１億円程度かかるものと見込んでおります。 

○議長（山口昌宏君） 

８番古川議員 

○８番（古川盛義君）〔登壇〕 

ちょっと、モニターをお願いします。 

（モニター使用）天神崎のテニスコートの周辺でございます。 

もう空いたところ、ないんですね。もうとにかく、全く空いたところはございません。 
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そこでです。駐車場が、今は車の時代です。車で来て、車で帰るというのが普通なんです。 

それで、この天神崎のテニスコートっちゅうのは、午後９時までしか使えないわけです。

時間を延ばしてくれと言いんさあですけど、周辺が「うん」と言いんさらんということで、

午後９時までしかできません。 

ここを考えたときに、部長は、「移転は考えていない」と、つれなく言われました。そが

ん言わるっじゃろうと思うとりました。 

そいで、ここからは私の考えでございます。答弁は要りません。ちょっと聞きよってくだ

さい。 

この天神崎のここのコートを、――どっちやったかね、こいか――今からでございます。 

これですね、北方の運動公園なんです。ここにサンスポの野球場がございます。ここに運

動公園があります。ここに北方中学校のテニスコートがあります。ここに元テニスコートや

った土地がございます。ここに２面できるそうです。 

ここに田んぼがあります。この田んぼは、用地買収をすれば、ここに４面ぐらい造れるそ

うでございます。そしたら、４・２・２になるんです。８面取れるんです。８面取れたら、

いろんな大会ができるんだそうです。 

そいぎ、８面取って、ここに駐車場もあるんです。ですから、どげんやろうかと思うとで

す。 

そして、昨日も話が出よりましたが、ここに相撲場があります。危なかです。 

私も見にいきました。夕方、子供たちから大人まで一生懸命しよんさあです。 

そいぎ、ここに、これ何住宅って言いよったですかね、ここは。（発言する者あり）高野

住宅、今、ここ、空いとると思うんですね。空いとるとでしょう。そいぎ、ここに相撲場ば

移して、跡を駐車場にすっぎよかっちゃなかですか。 

相撲場をきれいに造ってやらんば、ちょっとかわいそうかです。更衣室もない、シャワー

もしかつんごたとしかなかわけです。温水器でこう何かするごたシャワーでした。 

そいけん、ここに、一番奥でもよかけんが、ここに住宅がありますので、邪魔にならんご

と、相撲場をどこかに造ってすれば、移転先、こうできるやないですか。すぐでも相撲場を

移せると。市の物件ですから、びゃっと解体すればよかとです。そう思います。 

そしてです、ここに一大スポーツランドを造ると。そしてです、――今度はまいっちょ前

です、まいっちょ前、ここで。――そうすれば、ここの天神崎のコートが空くわけでござい

ます。 

空いたら、ここをどこか不動産屋さんに言うてですね、武雄のシンボルになるごた、マン

ションでも何でもよかです、造ってもろうてですね。 

今年の秋、――今年じゃない、来年の秋、新幹線が来るわけでございます。 

新幹線は、長崎まで 30 分ぐらいで行くわけでございます。長崎が通勤圏になるわけでご
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ざいます。それで、恐らくＪＲも博多駅の一番の特急を、今、白石から出よっとですけど、

武雄から出るようにすれば、福岡まで１時間で着くとです。通勤圏になるとです。 

長崎も福岡も、結局、非常に土地、マンションが高いわけです。 

それで、長崎市のことを、長崎県のことを言うとあれですが、長崎というのは、三菱財閥

が非常に強いところなんです。もう、めちゃくちゃ強かとです。 

そいけんが、その三菱財閥、三菱系に強い不動産屋で長崎に売れば、ここ、マンション建

ててそっけすれば来るんじゃないかと、移住してくれるとやないかと、私は思うわけです。 

そいけん、一つ、そこら辺を検討いただきたい。また、考えていただきたい。 

なかなか、こいさ、簡単にできることじゃあございません。 

そいけんが、こういう構想を練るのは皆さんの役目なんですよ。私がすることやなかです

よ。 

そいけんが、こういうことを、テニスコートを移して、跡をこうする、ああするというこ

とを考えてほしいと。 

多分これ言うても、答弁なかなか、そういうことば考えておりませんって、庭木部長が、

さっき移転は考えておりませんって言いんさったけんが、それ以上は私、ちょっとあいです

けど、どげんか実現させてほしいなと思うとです。 

そいけん、一つ私の提言として、提案として、皆様方に、執行部の皆さんに考えてほしい

という思いでございます。 

とにかくですね、とにかく、テニスコートを８面造って、そして、ここの相撲場だけはこ

っちに移転、高台に移転を。ここは市の土地やけん、これできるはずでございます。 

今、子供たちが、大人もなんですが、とにかく劣悪な環境で練習しよるとです。そいけん

が、ああいうことは、どがんかして手を差し伸べてやるということをせんといかんのです。 

これ、私、総務常任委員なんですが、スポーツの関連というのは、大体は福祉文教常任委

員会が受け持つべき地であろうと私は思います。 

ですから、総務常任委員会に来て予算だけ審議されてというのはちょっとおかしかと。や

っぱり教育の一環として、今、相撲場があるのは、学校であるのは少なかとです。武雄中学

校とどこかな、……（発言する者あり）川登ですかね、東川登小学校。 

○議長（山口昌宏君） 

西川登小学校も。 

○８番（古川盛義君）（続） 

西川登小学校もありますか。 

武内町も神社のところにはあるとですけど、学校のあれじゃなかわけです。 

しかし、授業として相撲がありよるところはもうなかわけですね。そいけんが、ここをク

ラブで使いよんさあとですよ。ちょっと、やっぱり更衣室もシャワーもなかごたとこで練習
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をさせたら、非常につらかと思います。そいけん、ここら辺に、ちゃんとした相撲場を検討

してください。 

多分、今すぐはでけんって言んさあはずやけんですね、とにかく、私もこの北方の相撲場

は、どうのこうのという話は聞きました。しかし、白岩の相撲場はそのまま残しとってよか

じゃなかですか。そのまま残して、ここを移転して使うというふうにすれば何ら問題はない。

アセットがどうのこうのと言いんさあですけど、移転するだけなら関係なかわけです。そう

思います。 

ですから、とにかく、できないことよりできる理由をつけてさい、どうのこうのするより

も、できる理由を探すというのが皆さんの仕事じゃなかろうかと、私は思います。 

とにかく、できる理由をどがんかして探して、武雄市の浮揚のために努力していただきた

い。 

それでですね、――これ変わらん――天神崎テニスコートも移転して、こい民間に売れば、

固定資産も入る。マンションの建物の固定資産も入る。市の財政を長期的に考えれば、よか

ことなんです。 

こけ、ここば造るとに、仮に３億円かかあとします。天神崎のテニスコート、３億円以上

で売るわけです。１億円、整備にかかると言いよんさあでしょう。そいは要らんとです。 

だから、これをぜひ、こいば一つ考えていただいて、将来、あがんしとったほうがよかっ

たのっていうごとなるごとですね、住民福祉、市民の福祉のためにしてほしい。よろしくお

願いをいたしまして、私の一般質問をこれで終了させていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

○議長（山口昌宏君） 

以上で８番古川議員の質問を終了させていただきます。 

ここでモニター準備等のため、10 分程度休憩いたします。 

休   憩    ９時43分 

再   開    ９時54分 

○議長（山口昌宏君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

次に、５番江口議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

（全般モニター使用）おはようございます。議長より登壇の許可をいただきましたので、

５番江口康成の一般質問を始めていきたいと思います。 

今回、４項目ということで、ふるさと納税について、そして、交通アクセスについて、災

害への備えについて、マスタープラン（総合計画）についてということで質問のほうをして
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いきたいと思います。 

最初に、ふるさと納税についてということですけども、今回、武雄市へふるさと納税をし

ていただいた方に対して、大変御迷惑をおかけしているところであります。 

また、昨日よりほかの議員さんからも一般質問のほうで出ていますとおり、ふるさと納税

の契約がない事業所から請求書のほうが市へ届きまして支払いがなされているという、理解

ができないことが起きているのも事実であります。 

これらの問題は、ふるさと納税の業務を外部に委託したということが原因の一つになって

いると思われますけども、最初に、なぜ業務委託を行ったのかという、その理由からお尋ね

をいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

ふるさと納税業務につきましては、平成 27 年度からポータルサイトやクレジット決済を

導入し、本格的に寄附受付を開始いたしております。 

業務委託を行う理由といたしまして、民間のノウハウを活用し、さらなる寄附金の受入れ

を目指すためには、ふるさと納税の業務量が技術的、事務的にも多く、職員だけでは対応が

難しくなったため、業務の効率化を目指し業務委託を行うこととした次第でございます。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

ふるさと納税の業務が増えて、職員だけでは対応できなくなってきたというところで業務

委託をしたということですけども、よその自治体は、武雄市以上の取扱量でも職員さんだけ

で回されているところもあるわけでして、取扱量が増えてきたら、パソコンであったり、デ

ータの扱いに慣れた任期付職員さんば雇ったりして対応していけば回せるのではないかと思

うわけです。 

今回ですけども、特定の業者が扱う返礼品の発送に対して遅延が発生したわけですけども、

まず、なぜ遅延が発生したのかというところをお尋ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

返礼品提供事業者におきまして、返礼品を調達次第、順次出荷しておりましたが、その調

達及び配送が追いつかなくなり、最終的には経営悪化により返礼品の買い付けができなくな

ったためと考えております。 

○議長（山口昌宏君） 
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５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

返礼品の受注量があまりにも多過ぎて商品の調達が追いつかなくなったということと、最

終的には会社の経営状態が悪化したことが原因であるということですけども、今回、遅延が

発生した分は、年末の限定企画という形で出してあった分だと思います。 

ただ、数量を最初からしっかり限定をするとか、現実に無理なく調達できる範囲での設定、

価格と量の設定ですね、それで遅延は防げたのではないかというふうに思うわけであります。 

この遅延の事実確認ですけども、それが遅れて今回、被害のほうが拡大したのではないか

と思いますけれども、その確認が遅れた理由をお尋ねいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

出荷の確認につきましては、納税管理システムにおいて適時確認を行っており、事務的に

確認が遅れたとの認識はございません。 

しかしながら、結果として、再三の指導をしたにもかかわらず、遅延、配送不能という結

果となり、改めて申し訳なく思っております。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

途中から予定どおり配送がされなくなって、配送管理を指導していたけども、発送計画が

守られずに遅延に至ったということですね。 

こういうことが起こらないように、業務委託先についてはしっかり確認、チェックをする

ように契約書でなっていたと思うんですけども、その業務内容のチェックですね、これは行

っていたんでしょうか。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

業務委託契約書の規定に基づきまして、委託業者からは月例での業務報告を受けておりま

す。その都度、業務内容の確認は行っておりました。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

月例報告を受けていたにもかかわらず遅延が起きてしまったということは、これ、業者か

らの報告は役に立っていないんじゃないかというふうに判断をいたします。 
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これ、市が直接業務を今回行うわけではなく、業務委託業者を間に挟んでの事業進行とい

うことで、返礼品提供事業者ではなく業務委託業者からの納品請求書が上がってきて、それ

に対して業務委託業者にお金を入金をするという形になります。 

この一連の流れを、担当のほうはしっかり確認をしていたんでしょうか、お伺いをいたし

ます。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

請求書にあります寄附の受付件数や返礼品提供事業者ごとの発送品目、数量、調達単価を

システム上で確認しておりました。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

システム上――寄附管理システムになりますですかね、こちらのシステム上で確認をでき

るようになっているということですけども、例えばこれ、実際には納品をされていないのに

業務委託業者から請求書が上がってきたとします。 

その際に、本当に納品をされたのかどうかをチェック、確認をする方法あるんでしょうか、

お尋ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

請求に係る内容につきましては、民間の寄附管理システムを利用しており、例えば配送実

績につきましては、配送事業者が発行する伝票番号を基に、寄附者へ返礼品が届くまでは確

認しております。 

しかしながら、返礼品提供事業者への訪問などのチェック体制が取れていなかったことが

今回の問題であることの認識から、今後は定期的なチェックを行ってまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

それでは、発注から返礼品の到着まで、これ、寄附管理システム上で確認はしっかりでき

るということですね。 

今回、業務委託をしたことで、実際にも大量の遅延が発生しております。 

武雄市に納税をしていただいている皆様に御迷惑を、かなり御迷惑をおかけしているわけ
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ですけども、現在、今、市が一時的にだと思います、今、直接ふるさと納税の業務を行って

おりますけども、これはまた今後もずっと市のほうが直接この業務を、ふるさと納税業務を

行うことで今回のような問題は発生しないというふうに考えるんですけども、その点、どの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

８月末をもちまして委託事業者との契約を解除しており、それ以降は、市による直営での

業務を行っております。 

当分の間は市直営にてふるさと納税業務を行い、返礼品提供事業者の御協力を得ながら、

武雄市の信頼回復に努めてまいりたいと存じます。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

ほかの自治体のほうも直営でしっかりやっているところはあるわけでして、取扱量が今後

増えてきて業務が追いつかなくなってきても、任期付職員さんを雇うなりして対応のほうを

していけば、対応できるというふうに私は思います。 

武雄市の信頼の回復と公正かつ公明なふるさと納税を目指して、業務のほうをしっかり行

っていただきたいと思います。 

２番目に、交通アクセスについての質問に入っていきたいと思います。 

現在、武雄市において、長崎自動車道への出入りですね。東のほうが武雄北方インター、

西のほうが嬉野インターと２か所になるわけであります。 

最近、この通常のインターチェンジ以外にも、スマートインターチェンジというものが全

国的に増えてきておりますけども、このスマートインターチェンジとはそもそも何なのかと

いうところをお尋ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

議員御質問のスマートインターチェンジとは、高速道路の既存施設から一般道路に出入り

できるよう設置されましたＥＴＣ専用の簡易型のインターチェンジでございます。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

ＥＴＣですけども、仕組みですね。車のほうにＥＴＣの機械を設置して、金融機関に登録
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したＥＴＣカードを差し込んでおくと自動で料金を支払える電子決済システムになるわけで

す。 

スマートインターチェンジは、このＥＴＣを設置した車両のみが利用できるインターチェ

ンジということになります。 

ずっと写真のほうで出しておりますけども、人を配置することなく仕組みも非常に簡単に

なっております。利用される方も最近、これは個人だけではなく、事業者も増えてきている

というところであります。 

また、これ、武雄の周辺でも、このスマートインターチェンジを設置したところがあると

思うんですけども、どこに設置をされているのかをお尋ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

武雄市周辺では、小城市の小城スマートインターチェンジや大村市の木場スマートインタ

ーチェンジが、いずれも平成 30 年度に開始されております。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

小城市の小城スマートインターチェンジと、大村市の木場スマートインターチェンジが、

平成 30 年ですかね、開通をしているということですね。 

今、写真のほうを出しておりますけども、これは小城のスマートインターチェンジの写真

です。ここ、大型トラックも出入りができるようになっております。 

これ、このスマートインターチェンジを仮に今、設置をするとした場合、費用負担が自治

体でも発生すると思うんですけども、この費用負担のほうはどのようになっているのかお尋

ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

スマートインターチェンジ整備事業制度の活用ができれば、国、道路管理者でありますＮ

ＥＸＣＯ西日本、市で費用負担をすることになります。 

費用負担割合につきましては、整備内容や道路形状により大きく変わることとなります。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

負担割合は整備内容や道路形状によって都度、変わってくるということですね。 
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このスマートインターチェンジ、メリットがあるから各地で今、設置が進んでいると思い

ますけども、どのようなメリット及び効果があるとお考えでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

スマートインターチェンジが設置できれば、市民の利便性の向上、さらには企業誘致など

の面で一定の効果があるものと考えております。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

市民の皆さんの利便性の向上、あと、企業誘致というところで一定の効果があるというこ

とですけども、これ、設置を仮にしようと思い立ってからどれぐらい時間がかかるのでしょ

うか、お尋ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

小城市に設置されましたケースを取ってみますと、開通に向けた協議会設立から開通まで

７年の期間を要したと聞いております。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

小城インターチェンジ、小城スマートインターチェンジですね、こちらのほうでは、協議

会設置から完成まで約７年かかっているということですけども、これを武雄でもどこかでき

ないものかと考えるわけですけども、この武雄市においてスマートインターチェンジの設置

を考えた場合、９月に松尾初秋議員さんからも質問出ておりましたけども、どこがよいと考

えておられますか、お尋ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

市民の利便性の向上や既存インターチェンジからの距離、経費など様々な面から適地を検

討する必要があり、現時点でどことは言えないと存じます。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 
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今、写真に出していますけども、この小城スマートインターチェンジ、上のほうに小城パ

ーキングエリアが見えていますとおり、小城パーキングに隣接する形でつくられております。 

また、大村の木場インターですね、そこも木場パーキングエリアに、これは片方だけにな

りますけれども、そこに併設する形で造られております。 

そこで、武雄市で考えてみますと、川登サービスエリアがあるわけでして、この川登サー

ビスエリアでの設置を考えていきたいと思います。 

これ、上空から川登サービスエリアを見た写真になりますけども、ちょっと写真が明るく

て見にくいかと思いますけども、サービスエリアには従業員さんが多数働かれております。

その従業員さんがこのサービスエリアに通勤するために、道路がある程度整備をされている

ところがほとんどなんですね。 

この道路、写真でいきますと川登サービスエリアから北のほうに道が延びておりまして、

これ中央線がしっかりある道路なんですけども、その先には国道 34 号線につながっておるわ

けです。この道路を活用していけば、ほかのスマートインターチェンジも同様なんですけど

も、よりコストを抑えて造ることができるんではないかというふうに考えます。 

写真変えましたけども、写真のほうが川登サービスエリアの下り線のサービスエリアの敷

地内を外から見た形になります。 

ここの左側の写真の部分に建物が見えていますけれども、ここが今は使われていませんけ

れども、元のガソリンスタンドになります。この金網フェンスがありまして、その向こう側

ですね。もう高さ、高低差はほぼないような感じで、サービスエリアの敷地内、駐車場とつ

ながっておるわけです。 

これをフェンスを外して機械を設置すると、普通車であればもうそのまますぐ使えるんじ

ゃないかというぐらいのアクセスの状況に、アクセスしやすい状況になっているというふう

に考えます。 

次に、この川登サービスエリアの立地を考えた場合に、東川登は今、建設が進んでおりま

すけれども、この東川登の工業団地ですね。こちら工業団地のほうは、川登サービスエリア

から一度、国道 34 号線のほうに出まして、嬉野方向へ走って、また途中、国道 34 号線の途

中から工業団地のほうに上がっていくというコの字型のルートになるんですけども、そこを

大体、距離で約４キロ、車で、普通車で走って７分から８分の距離になります。 

それで、これちょっと見にくいんですけども、高速道路のすぐ脇に側道というのが実は通

っておりまして、この側道なんですけども、この川登サービスエリアから東川登の工業団地

ですね、この側道を、中央線を設けて拡張を仮にしたとします。そして、大型車が通れるよ

うにすると、国道 34 号線に出ることなく、四角形の一辺を、３辺を通常でしたら回り込むよ

うな形なんですけれども、ここを整備すると、もうその四角形の３辺を通らずに、１辺を真

っ直ぐすとんと工業団地までアクセスが可能になるわけです。 
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これ、距離を測りましたら約２キロ、車、普通乗用車だと三、四分の距離ですね、国道 34

号線に出るよりも時間がかなり短縮をすることができるというふうになります。 

今の東川登工業団地、福岡方面からのアクセスとなりますと、武雄北方インター、そこが

アクセスの、インターチェンジの出入口になるわけですけれども、距離では、測りましたら

約 11 キロですね。普通車で 20 分ほどかかりますと。 

これ、川登サービスエリアにスマートインターチェンジを設けることで、この工業団地へ

のアクセス、やっぱり工業団地はインターからの時間と距離、どれだけ近いか、どれだけ時

間が短いかというのが工業団地の魅力アップには欠かせないというふうに私も判断をいたし

ます。 

地図にもありますとおり、工業団地とサービスエリアの間ですけども、ここは山林が広が

っていまして、東川登工業団地が完売して、次、第２、第３と、工業団地の誘致にもこの道

路を使って、有効に誘致のほうを進めることができるんではないかというふうに考えます。 

あと、この川登サービスエリアからまちなか、市街地へのアクセスなんですけれども、現

状、国道 34 号線のバイパス、水害が起きたときには、武雄北方インターと市街地の間のアク

セスが寸断をされるということになりますけれども、この川登サービスエリアからのバイパ

スみたいな形になりますけども、市街地にアクセスができるようになると、災害後でも、仮

に市のまちなかの国道が冠水して通れないときでも、災害時でもスマートインターチェンジ

を活用して市街地へのアクセスができるんじゃないかというふうに考えるところであります。 

この川登サービスエリアにスマートインターチェンジを整備すると、今、嬉野インターチ

ェンジのところに、九州号ですね、長崎と博多を結ぶ高速バスのバス停がありまして、そこ

のすぐ横に駐車場が整備してあります。 

私も天神のほうに用件があって行くときには嬉野インター、高速バスを使うときには嬉野

インターを使うわけですけれども、ここに車を止めて、今、ちょっとコロナの関係で本数は

減っているかもしれませんけども、大体、昼間で１時間に２本はこのバス停、各駅型の高速

バスになりますけれども、バスが来ると。長崎方面、そして、天神方面に高速バスを使って

行くことができるというふうになります。 

これを川登サービスエリアのところに整備をしたとすると、この嬉野インターと同じよう

に、川登サービスエリアの下のスマートインターチェンジの横に駐車場を整備して、このバ

ス停の誘致ができるんじゃないかというふうに考えます。 

ここも車を止めて、長崎方面、また、福岡方面に行けるようになるというのは非常に、や

っぱり便利であり、また、インバウンドの、海外からのお客さんも今、かなり減ってはいる、

ほぼない状況ではあるんですけれども、この後、状況が変わってきて、また海外からの、高

速バスを使って来られるお客様はかなり多いです。そういう方向けにも、武雄へのアクセス

というところは非常に魅力的になってくるんじゃないかと。 
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また、嬉野インターで、バス停でくるっとＵターンして、また本道に、長崎道に戻ってい

くバスもあるんですけれども、日に何本かは嬉野温泉街、まちなかまでバスが走っておりま

す。 

同様に、嬉野インターでは活用されていますけれども、武雄のほうでも、川登サービスエ

リアのスマートインターチェンジができることで、武雄温泉駅前への高速バス路線がもしか

したらできるんじゃないかという可能性も出てくるわけですね。 

このあたりを総合的に考えて、この川登スマートインターチェンジ、川登サービスエリア

へのスマートインターチェンジの設置を、これぜひ検討していただきたいと思うんですけれ

ども、この点いかがでしょうか。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

全国的にサービスエリアやパーキングエリアに設置するケースは多くございます。 

先ほど来、議員から様々な御提案をいただきました川登サービスエリアに設置する場合に

おきましても、利便性向上や経済的影響、経費などを十分に検証し、適地であるか検討する

必要はあると考えております。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

来年の秋、新幹線が開業するわけですけども、この新幹線だけではなくて、高速バスでの

武雄へのアクセスという部分も非常に大事だと私は考えます。 

やっぱり今の現状では、なかなかバスの事業者さんが武雄温泉へということは難しい状況

ではあると思うんですけれども、このスマートインターチェンジの設置を進めていただいて、

バス路線が実現するように、そのあたりも考えながら検討をしていただきたいというふうに

思います。 

それでは、次にまいります。 

災害への備えについてというところですけれども、武雄市は、10 月にＳＰＦ、佐賀災害支

援プラットフォームさんと災害発生時における連携、あと、協力に関する協定を結ばれてお

りますけれども、このＳＰＦ、佐賀災害支援プラットフォームとはどういう団体なんでしょ

うか、お尋ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

諸岡総務部理事 

○諸岡総務部理事〔登壇〕 

おはようございます。議員御紹介いただきましたＳＰＦ、佐賀災害支援プラットフォーム、
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こちらでございますが、災害時、県内外の被災地支援のために、情報交換や活動支援をする

ために集まった人や団体で組む中間支援組織であり、発災時には被災地と情報共有、連携協

力しながら被災者支援を行うためのネットワークをまとめている団体となります。 

令和３年 12 月１日現在で、県内のボランティア団体やＮＰＯ団体、事業者、大学など、

58 団体が賛同され構成されているような状況でございます。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

県内外、ボランティア団体やＮＰＯ、各種団体が所属していて、それぞれの団体の得意分

野を生かした活動をしながら、また、お互いに情報共有もしつつ、被災者支援に動いている

集まりということだと思います。 

このＳＰＦ、佐賀災害支援プラットフォームと協定を結んだ目的をお伺いいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

諸岡総務部理事 

○諸岡総務部理事〔登壇〕 

ＳＰＦとの協定の目的でございますが、災害発生時には、被災された多くの方々から、住

まい、食事、風呂、それからトイレ、心の悩みなど、多くの声が寄せられております。 

この場合に、様々なニーズに寄り添い、より適切で効果的、かつ迅速に被災者の避難生活

支援と生活再建を円滑に行うことを目的としております。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

発災時において、被災者支援及び生活再建にスムーズに動くことができるようにと、それ

が目的だということですね。 

それでは、この協定を結ぶ前の話になりますけれども、令和３年８月の災害時、例えば体

調を崩された被災者の方々への健康管理についてどのように動かれたのか、また、避難所や

在宅避難者、在宅被災者に対しての健康管理について、どのような動きをされたのかをお尋

ねいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

松尾福祉部長 

○松尾福祉部長〔登壇〕 

おはようございます。今回の災害により被災された方への健康管理の対応といたしまして、

避難所での対応につきましては、保健師による、延べ約 70 回の巡視訪問を実施し、避難者の

健康状態の把握とその対応や感染予防対策等を行っております。 
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在宅者への対応といたしましては、床上浸水宅、約 940 軒を訪問し、被災された方の健康

状態、生活状況を把握するとともに、社会福祉協議会やボランティア団体おもやいとの連携、

情報共有を図りながら、被災者の病院受診の勧奨や団体から提供されたタクシー券の配付等

の支援を行っております。 

また、心のケアとして、浸水地区における妊婦、乳幼児のいる家庭等の状況の確認、区長

会等への状況提供のお願い、アンケートの実施など、身体や精神的に問題のある方の把握と

その対応、支援を行っております。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

避難所、在宅被災者の対応として、健康チェックや心のケアなど必要な支援を行ってきた

ということですけれども、それでも、今回、このＳＰＦと協定を結んだということは、より

きめ細かい住民への支援、そして、サポートをすることが必要だと考えているからだと思い

ます。 

今回、この協定を結ぶことでどういった面が変わってくるのか、その部分をお尋ねをいた

します。 

○議長（山口昌宏君） 

諸岡総務部理事 

○諸岡総務部理事〔登壇〕 

議員御質問の、今後の支援の方法の変わり方でございますが、これまでの支援は行政単独

主導で行っておりました。 

今後は、災害対策本部会議や主催者支援会議などへの出席をお願いし、支援組織が持って

いる知識、結束力、機動力、マンパワーをお借りしながら、被災された方々の生活再建を最

優先し、一日も早い復旧を目指し、きめ細かな支援と地域づくりを支援組織と共に行ってま

いります。 

11 月 17 日からは、庁内の職員と支援組織のメンバーが一緒に被災地訪問を行っている状

況でございます。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

11 月 17 日以降は、職員さんとＳＰＦさんのほうで訪問活動をされているということです

ね。 

有事の際にですけれども、このＳＰＦへ所属している各団体さん、こちらの助けをもらい

ながら住民の方の支援、そして、サポートをしっかりと続けていくことが大事になると思い
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ます。 

この後、さらにスムーズに連携をして動いていくには、平時からの準備の部分、とても大

事だと思うんですけれども、そのあたりは、平時の準備についてどのようにお考えでしょう

か。 

○議長（山口昌宏君） 

諸岡総務部理事 

○諸岡総務部理事〔登壇〕 

平時の準備といたしましては、これまで、平時でも支援組織との庁内での関係各課による

連携会議を開催し、顔の見える関係を構築しながら、被災地の状況や今後の課題など、情報

共有をしております。 

今後も連携協力強化のための定期的な連携会議を開催し、市の受援力向上に取り組み、支

援組織と連携して、暮らしを支える地域づくりを行っていきたいと考えております。 

市が行う防災訓練や計画作成などへの支援もお願いして進めてまいりたいと考えており

ます。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

まだまだ８月の災害の復興の途中であります。 

住民の方々にしっかり寄り添いながら、今回の佐賀災害支援プラットフォーム、ＳＰＦさ

んとの協定を生かしながら、住民の方々の支援、サポートをしっかり続けていただきたいと

思います。 

続きまして、災害備蓄倉庫について質問をしていきたいと思います。 

現在の武雄市内における非常食であり、段ボールベッドですね、こちらの備蓄状況及び保

管状況についてお尋ねをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

諸岡総務部理事 

○諸岡総務部理事〔登壇〕 

議員御質問の備蓄の状況でございますが、市の備蓄倉庫としましては、旧武雄消防署、そ

れから、旧武雄保育所、こちらの一部を使用しており、また併せて、昨年度、各町の一時避

難所、９か所に備蓄倉庫を配備して対応しております。 

また、この出水期前には、各避難所となる施設担当者と打合せを行いながら、備蓄可能な

スペースがありましたら事前に配備をする対応を行っている状況でございます。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 
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○５番（江口康成君）〔登壇〕 

出水期前には、避難が予想されるところにおいては事前に必要な配備を行っていると、各

町には倉庫のほうを設置しているということですけれども、今回の８月災害において長期避

難になったところで、例えば非常食、食料が足りなかったりとか、段ボールベッドが足りな

いと、そういった問題のほうは起こらなかったのでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

諸岡総務部理事 

○諸岡総務部理事〔登壇〕 

議員御指摘の備蓄品の不足、こういった問題の件に関しましては、今回の災害の前に、も

しくは災害においては、備蓄品が不足する前に避難所担当者から本部へ連絡する事前の取り

決めをしておりまして、その都度、配送し対応してまいりました。 

市の保有状況を把握しながらの対応と災害時応援協定による支援対応により、問題は発生

しておりません。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

不足が発生した分はその都度、配送を行って対応をしていたということですね。 

これ、タイミングと場所によっては、道路が寸断されたりして移動が困難になる、配送が

困難になるというところも出てくるんではないかと思います。 

以前の一般質問でも触れましたけれども、これは佐賀市内の大和の備蓄倉庫です。シャッ

ターが２か所見えますけれども、こちら、トラックが中に入って、この屋根の下、雨にぬれ

ることなく、物資の、積み込みができるようになっております。 

担当の方につないでいただいて中を見させていただいたんですけれども、かなり大型の倉

庫でして、しっかりと物資、そして、非常食のほう、保管をされておりました。 

こういう形で、やっぱりこの３町、通行止めが続いたときでも現地で対応できるように、

橘町と北方町、朝日町、この倉庫は先ほど写真で出していましたけれども、この小さな倉庫

ではなくて、これくらいの大きな備蓄倉庫、これを準備しておけば住民の方も安心だと思う

んですけれども、この点いかがでしょうか。 

○議長（山口昌宏君） 

諸岡総務部理事 

○諸岡総務部理事〔登壇〕 

議員御紹介の備蓄倉庫を、備蓄をそれぞれの町に配備ということでの御紹介でございます

が、今回、浸水等を多く受けた橘町、朝日町、北方町だけに新たに大きめの備蓄倉庫の配備

は考えておりません。 
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先ほど御説明いたしました、現在対応している旧武雄消防署、旧武雄保育所の備蓄倉庫と

一次避難所９か所の備蓄倉庫の活用と、各避難所の備蓄可能なスペースを活用し、事前配備

対応を今後も続けてまいりたいと考えております。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

現在、各町に設置されている倉庫、これでは収納が足りないと、明らかに足りないという

ふうに私は判断をいたします。 

特に橘町は道路がやっぱり途中通れなくて、消防署であり、武雄保育所ですね、その備蓄

されているところとの行き来ができないということが多々発生をするわけです。 

この避難された方々が安心して避難できる環境をやっぱり整えていくという必要がある

と私は考えますので、この大型倉庫の設置をぜひとも今後、検討をしていただきたいと、そ

のように思います。 

それでは、４番目、マスタープラン（総合計画）についての質問に入っていきたいと思い

ます。 

各自治体におきまして、まちの自治体の将来的な方向性を示した計画がそれぞれつくられ

ておりますけれども、合併後の武雄市における総合計画、マスタープランについてどのよう

な計画で進めてきたのか、その点お伺いをいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

武雄市総合計画につきましては、平成 19 年度から 10 年間の計画で策定しております。 

その後は、「武雄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を、平成 27 年度からの５か年を第

１期、令和２年度からの５か年を第２期として策定をしております。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

武雄市では、「武雄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、これはスタープランという名称

だったですかね、通称ですね。こちらを作成をしているということですけれども、この「武

雄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、スタープランですね、それと、今回、市のほうで出

されております「新・創造的復興プラン」、この２つの位置づけについてお尋ねいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 



- 130 - 

このたび策定いたしました「新・創造的復興プラン」は、本年度の災害を受け、気候変動

に対応した水と共に生きるまちを目指し、一日も早い復旧や内水氾濫の防止、被害の最小化

に向けた取組を進め、床上浸水ゼロを目指し、安心して住み続けられるまちをつくるための

計画でございます。 

一方、「武雄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、「まち・ひと・しごと創生法」第 10

条に基づき、武雄市人口ビジョンを踏まえ、本市の政策の目標や政策の基本方針、具体的な

施策をまとめた本市の最上位計画に位置づけている計画でございます。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

「武雄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は武雄市における最上位計画で、「新・創造

的復興プラン」のほうが、水害からの復興に特化した部分のプランということだと思います。 

これ、水害の被害を受けやすい武雄市なんですけれども、20 年後から 30 年後を、しっか

り先を見据えて住み続けてもらえる、そのようなまちづくりというのが大事だと、必要だと

いうふうに思います。 

この「新・創造的復興プラン」にも、災害に強いまちの創造と掲げられておりますけれど

も、それをやはり武雄市の場合、根底に据えた新しい総合計画というものが必要だとも考え

ますけれども、その点いかがでしょうか。 

○議長（山口昌宏君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

総合計画につきましては、平成 23 年度に、地方自治法の改正により、自治体による制作

の義務が削除されております。 

本市といたしましては、めまぐるしい時代の変化に対しスピード感を持って取り組むこと

が重要であることから、５年を経過期間とする「武雄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を策定し、定期的に重要業績評価指標の達成度を検証しながら事業を推進しておりますので、

総合計画での策定を行うことは考えておりません。 

○議長（山口昌宏君） 

５番江口議員 

○５番（江口康成君）〔登壇〕 

スピード感を持って対応していくには、５年ごとの見直しが必要ということだと思うんで

すけれども、武雄は、この 20 年、30 年先を長期的に見て、やはり住民の方に、もしくはほ

かの自治体からも来ていただける、そういうまちづくりの根本的な方向性、水害対策が中心

になってくるとは思うんですけれども、その大きな方向性を示して、武雄はしっかり取り組
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んでいるなというところをやはり周りにアピールしていくというところが大事になってくる

んじゃないかと思います。 

実際に、安心して市民の皆さんが住んでいけるまちづくりというところを、具体的に各課

のほうで施策を考えながら、市としては大きな根幹、水害の対策という、どうこれから対応

していくのかと。20 年後、30 年後を見て、武雄市の根幹になる部分をまず、設定をして、そ

れに対して、先ほども言いましたけど、各課がそれに対して、それを実現するにはどうすれ

ばいいのかというのを考えていくという形の枝葉づけをして、それで武雄市の将来を見据え

ていくというところが必要なんじゃないかと思います。 

やっぱり誰もが安心して住み続けられるまちを実現するというところ、災害に強いまちづ

くりを基本においた総合計画の策定をお願いをしまして、質問を終わりたいと思います。 

○議長（山口昌宏君） 

以上で５番江口議員の質問を終了させていただきます。 

ここでモニター準備等のため、10 分程度休憩をいたします。 

休   憩    10時45分 

再   開    10時57分 

○議長（山口昌宏君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

次に、20 番江原議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

（全般モニター使用）20番江原一雄でございます。 

第１の項目の質問に、六角川流域治水対策について質問をいたします。 

今年の８月 11 日から連続して７日間、８月 14 日には豪雨災害を受けた武雄の六角川流域

治水対策、市政の最大の課題であり問題であります。 

50 年、100 年に１回と言われる豪雨災害、水害が一昨年、そして今年と豪雨被害を受けま

した。被災に遭われた人たちは、もう次はない、抜本的な治水対策を求める声、消えるもの

ではありません。 

この声に何としても答えていかなければならない市政の最大の課題は、市民みんなの共通

課題ではないかと思います。 

異常気象の下、来年も水害があるのではという不安が付きまとっています。被災者の中で、

本当に付きまとっています。 

この要因の一つは排水ポンプ、停止をしなければならない、六角川の特性からつながって

いるものではと、どなたも認識されております。 

モニターに映しました。８月 14 日、市の防災行政無線の武雄市役所からのお知らせです。
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「六角川の新橋より上流部の排水ポンプが午前３時 15 分に停止しました。浸水のおそれがあ

る地区の方は身を守る行動をお願いします。」 

本当に、身につまされる放送ではなかったかと思います。このようなことが二度とならな

いようにしてほしい。 

そして、ポンプ停止の下、８月 14 日のこれは 17 時 30 分、提供、新栄地研のモニターで

あります。テレビ画面に映ったモニターです。朝日町、北方町、橘町一帯の冠水の状況であ

ります。 

そうした中、この六角川水系排水ポンプ場運転調整協議会というのが平成 18 年６月から

組織を立ち上げられ、もとい、組織が立ち上がったのは、第１回協議会が平成 14 年４月 19

日です。 

そして、この構成メンバーは佐賀県、３市３町、農林水産省九州農政局、北部九州土地改

良調査管理事務所、国土交通省九州地方整備局、武雄河川事務所となっています。 

私は、11 月 28 日、北方町で佐賀大学の大串教授を呼んでの講演の集いがありまして、そ

の講演の集いに参加した一人でもありますが、六角川のこのポンプ停止、多くの被災者の人

たちが内容を本当に熟知して知らせてほしいという声を耳にしました。 

そういうとき、この運転調整協議会のメンバーを見ましたら、関係地区、北方町、橘町、

朝日町、地元の人たちが誰も参加されていない。ですから、本当に被災に遭う人たちの気持

ちが届いているのかな、また、共有されてるのかなという思いがいたしました。 

この運転調整協議会に地元の声を届ける、その対応を今後、検討するべきではないかと思

いますが、執行部としてどう受け止めておられるか御答弁をお願いいたします。 

○議長（山口昌宏君） 

野口まちづくり部長 

○野口まちづくり部長〔登壇〕 

ポンプ運転調整会議において地域の代表を入れるという御質問でございますけど、六角川

水系排水ポンプ場運転調整協議会は、先ほど言われましたように、国の機関、佐賀県、流域

市町の関係機関で構成され、六角川流域全体の運転調整の実施方法について検討し、策定す

る目的で設置されております。 

洪水時における堤防が耐えられる最高の水位を超えると、堤防の決壊、越水が起こり、地

域においては広範囲に壊滅的な被害を招くおそれがあり、これを回避するための最終的な手

段としてポンプ運転調整が実施されています。 

そのため、今後も運転調整が必要でない河川整備や治水対策を優先し、河川の水位をでき

るだけ下げる対策を早急に行っていく必要があるため、国、県に対して河川整備や治水対策

について住民の声を反映させるために、しっかりと要望していきたいと考えております。 

○議長（山口昌宏君） 
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20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

当然、このポンプ調整協議会は、いわゆる行政の組織の一つでもあろうかと思いますが、

やはり被災に遭われた人たちの思いが、システム、メカニズム、これが本当にやっぱり共有

されるべきだと思うんです。いい協議会にしてほしいと思います。 

先ほど言いましたが、11 月 28 日、北方町の公民館で防災の手だて、佐賀大学の大串浩一

郎教授を招いての講演の集いがありました。 

私も参加した一人ですが、ここで述べられた意見、「このような催しは本来、市がやるべ

きだ」被災された方の声です。「六角川の状況、浸水した状況など知らせてもらってよかった」

こういう声を私は耳にいたしました。 

先ほど言いましたように、防災行政無線で知らされて、命からがら、本当に被災された人

たちの思いに寄り添うという意味では、まだまだ日常生活が送れていません。心身ともに疲

れて、疲れがこたえています。床上浸水の家を訪問して、実際の生活を見てほしい、こうい

う声を耳にします。 

市長、改めて、市政の最大の大きな課題でありますこの水害復興、被災された皆さんの声

にどう応えるのか、受け止めを伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（山口昌宏君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

８月 14 日の発災以降、私、災害対策本部の指揮を執りながら、時間がある限り現場を回

りました。それは、全て回るというのは時間的にも厳しかったですけれども、必ず毎日回っ

ていました。 

なぜならば、やはり現場を知らないといい対策が打てないというのが私の信念だからであ

ります。 

そして、現場の声を聞いて、災害対策、復旧、生活再建の様々な支援を行ってきました。 

やはりスピードが大事だと感じましたし、今もまだ畳が入っていない。私も、それは現場

の声を今でも聞いています。そこはやはり、現場主義でやっていかなければならないと思っ

ています。 

先ほど、直接、住民の皆さんの声を反映する仕組みを要望するという話もありましたし、

私たちとしては、やはり現場の声をしっかりと受け止めて、そして、被災された方に寄り添

って、今後も復旧、生活再建、そして、治水対策を進めていくと。決して、治水対策をする

ときも、誰かが取り残されてはいけないという思いで取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（山口昌宏君） 
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20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

今回、８月の豪雨で被災された、床上浸水が 1,183 件、床下が 579 件、合計で 1,762 件で

す。 

２年前のときには、これが 1,025 件です。プラス 158 世帯増えました。床下が 511 件、戸

数で 68 戸増えて、２年前と床上、床下浸水合計しますと 224 世帯増えたんですよね。 

本当に今回の８月豪雨の被害の実態が、特に朝日町、橘町、北方町、北方町は 676 世帯で

す。約６割超えてます。 

その点では、市長、毎日、被災者の声をということを言われました。本当に、北方にも全

ての被災者の訪問を含めて、私も大いに伺っていきたいと思いますし、――今、北方町で８

月、９月、10 月の転出入の調査を伺いましたら、転出が 103 件、転入が 30 件。８月の転出

が 28 件、９月が 56 件、そして、10 月が 19 件と合わせて 103 件。 

原因が被災でないお宅もあろうかと思いますけれども、やはりこれは顕著な転出の実態だ

し、北方町での人口減少に拍車がかかっている姿ではないかと思います。 

これは、新聞に投書された北方町の被災者の声です。 

床上浸水その後、２か月たって、「床上浸水から２か月が過ぎました。畳は全て廃棄、壁

板やふすまは乾燥と同時にめくれ上がり、ぶかぶかの状態になりました。 

武雄市の保健師の方や社会福祉協議会の方が来られたとき、室内や洗面台の下から直径２

センチぐらいのキノコが何度も生えてきたことなど、悲惨な状況を伝えました。 

武雄市民である私たちの叫びが市長や県知事に届いて、一刻も早く、六角川流域の治水対

策を進めてほしいです。 

９月 10 日付の佐賀新聞に、山口知事が県議会の９月定例会で、県庁内に立ち上げた内水

対策プロジェクトチームで六角川流域の内水氾濫対策を進め、復旧・復興を目指す考えも示

したと書いてありました。 

どうか武雄市民に安心・安全な生活を保障してもらいたい。プロジェクトチームの今後に

期待したいと思います。」 

こういう投書を読んで、本当に被災者の思いが身につまります。 

そして、さらに被災者の声として、「住居を売却するにも資産価値がゼロ、売って引っ越

しするにも売れない。このような資産価値がないのに固定資産税の負担は大変です。固定資

産税の評価額を見直すべきだ」と、こういう本当に切実な思いと怒りの声です。 

こういう声に市長、この固定資産税の減免の問題、本当に評価額ゼロ、価値がない、引っ

越そうにも引っ越しできない。 

特別な対応が、――この声を寄せていただいている方、もう３回目なんですよね。平成２

年、そして、一昨年、今年。 



- 135 - 

ですから、資産価値ゼロのこの自宅を、まして年金暮らしで生活する上では不安だと。こ

れにも真摯に応えるべきではないかと、いかがでしょうか。 

○議長（山口昌宏君） 

山﨑総務部長 

○山﨑総務部長〔登壇〕 

手元に詳しい資料を持っておりませんけれども、固定資産につきましては、被災している

というところであれば、減免等は行っているという状況でありますけれども、資産について

ゼロとか、そういう形での処理はなかなか難しいんじゃなかろうかというふうに思っており

ますけれども、ちょっと手元に詳しい資料を持っておりませんので、答弁についてはこの辺

でお願いしたいと思います。 

○議長（山口昌宏君） 

江原君、通告してから言ってくださいね。 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

レクチャーはレクチャーで必要なんですけれども、時間の経緯が、そごがありますので申

し訳ありませんが、本当にこういう声は、今、後ろのほうでも言われておりますので、いろ

んな人が、議員も耳にしているんじゃないかと思いますので、受け止めてほしいということ

を訴えておきたいと思います。 

これは９月議会でも紹介しましたけれども、この六角川の特異性。60 か所ポンプが設置さ

れているわけです、六角川と牛津川。 

特にこのポンプ場で働いている人の思いは、現場で働いている人の声を聞く中で、本当に

頑張っていただいているということを真摯に学びました。 

中で働いている方々も、本当につらいと。長時間の対応になる、家にも帰れなくなる。そ

して、ポンプ停止の連絡が来たら、１秒でも２秒でも長くポンプを止めたくない、そういう

声を聞かせていただきました。 

ですから、先ほどの協議会の問題も含めて、やっぱりシステム、求められていると思いま

すし、六角川のこの特異性でどんな治水対策が求められているのか。 

先ほど、県知事も内水対策プロジェクトチームを県庁内に立ち上げたと。 

これも９月議会でも紹介しましたが、同じ方の投書です。 

「佐賀豪雨のとき、私はこの欄で、ポンプ増設で海に直接排水をと訴えた。潮の干満差が

６メートルある有明海を河口とする六角川は、とても自然排水ができるものではない。その

六角川に流域の経験したことのない大雨をポンプで流し込むならば、氾濫か決壊しかない。

むしろ、六角川のバイパス的な役割を担う平野部の既存水路を整備して水を干拓地の堤防へ

導き、有明海へ直接配水する方策であれば、干満と関係なくできると思う。」 
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11 月 28 日に基調講演した、講師にお見えになった佐賀大学の大串浩一郎教授も、「六角川

の水位を下げられる。その分を左岸側の排水に使える。」これも佐賀市で開かれたシンポジウ

ムのときの記事でもあったんですけれど。 

この六角川の治水対策について、市長は抜本的な対応を進めていくと申されております。 

この抜本的な対応、私は根本的な対応と、そして、抜本的な対策を取る、これが今、必要

ではないかと思います。それは、六角川一つでは対応できないということのあかしではない

かと思います。 

そして、被災者の人は、「来年はすぐ来ます、早めの対策、何としてもお願いしたい」と

申されております。 

流域治水の考えで水路の事前排水、放流をということは、９月議会の一般質問でも取り上

げられたり、ほかの議員の皆さんも取り上げられております。 

ここに、白石町長９月議会での答弁を御紹介したいと思うんですが、一般質問が終わった

後、白石町長の議事録を見てみますと、「私の考えでございますけど、平野部の雨水の放流先

をどこにするのか。六角川の水位が低ければ、そちらに流すことができますけども、高けれ

ば低いほうの有明海に直接放流する。六角川の流域だけでなく、流域外をも利用するという

ことは、地形上流域境が明確になっていない白石平野だけにしかできない、抜本的な治水対

策や流域治水事業になるんではないかというふうに思います。具体的には、白石平野全体に

降った雨水を速やかに平野下流域に配置しております有明水路に導水し、さらに河川によっ

て有明海沿岸まで導水し放流。また、有明水路から調整池や海岸堤脚水路に導水後、排水機

場による放流でございます。 

なお、町内には有明水路が 10 キロ、地盤沈下対策水路が 160 キロ、県や町の管理河川が

20 キロ、合計 190 キロの大きな水路や河川がございます。これに、あと用排水路の重要地点

に水位テレメーターや遠隔操作ができるような水門ゲートを設置し、人手を使わなくてよい

よう、今後の行政サービス方針に従いデジタル化、ＡＩ、ＩｏＴを利用したシステムにして

いければと思います。」 

こういう閉会の挨拶で、治水対策への田島町長の持論、それを議会の最終日にこういう形

で答弁されておりました。こうしたこの思いとですね、――これが有明水路です。嘉瀬川か

ら来る、――先ほど町長は 10 キロと言われていましたが、現地に行ったときは 13 キロって

言われたんですけど、――この有明水路に流してですね。 

そのためには、――もう一つ９月議会で分からなかったんですけど、今補正予算に 2,000

万円の武雄市内のため池調査を計上されておりますが、お伺いしたら、武雄市内の六角川流

域のため池、204 か所あると。そして、その総貯水量は 750 万トン。 

そのうちに、この６つのため池は、朝日ダム、これ白石の土地改良区では白石溜池と名前

がついています。これは 127 万 5,000 トン、永谷ダムが 35 万トン、焼米堤が 70 万 2,000 ト
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ン、永池上の堤が 86 万 4,000 トン、永池中のため池が 17 万 5,000 トン、永池下の堤が 85

万 2,000 トン、これを合わせましたら 421 万 8,000 トン。 

武雄市内のため池の個数の 750 万トン。そしてもう一つ、これは白石の土地改良区が、い

わゆる管理し、運営されているため池です。 

別枠で、大きいため池を示しているのは、池ノ内湖 58 万トン、繁昌ダムが 64 万トン、庭

木ダムが 60 万トン、矢筈ダムが 80 万トン。これで 262 万トン。 

これを足しますと、699 万 8,000 トン。ですから、差し引きますと 51 万トン。他のため池

の、たくさんある１万トンとか、大きくて３万トン、５万トンか、これは 204 か所の中に包

含しているんではないかと思うんですけれど。 

この事前放水を、放流、こうした対応ができるためには、３市３町の流域治水緊急対応プ

ロジェクト、こういう中で十分な議論をするべきだと思いますが、９月議会でも私はこの方

向で、市長への要望を含めて、被災者の思い、そのシステムづくりのために訴えてきました。 

特に、上流と下流をつないで有明海へ直接ポンプ増設で排出する。 

こうした議論を六角川水系緊急治水対策プロジェクト、これは武雄河川事務所、国土交通

省が担ってあります。 

そこで、先ほど言いました県庁内に立ち上げた内水対策プロジェクトチーム、この県庁と

の関係でどのような協議や進展があってるのか、内水対策としての協議がどのように進んで

いるのか。 

９月議会で私、福岡県の７市１町のこの流域治水対策の紹介をいたしました。 

紛れもなく、３市３町、この流域内水対策プロジェクトチームの進行状況は今どのように

なっているかお尋ねしたいと思います。 

○議長（山口昌宏君） 

野口まちづくり部長 

○野口まちづくり部長〔登壇〕 

県の内水対策プロジェクトについてということで、現在の状況ですけど、県の内水対策プ

ロジェクトについては令和３年９月７日に発足しておりますけど、防災監である副知事をト

ップとして大きく２つのチームから構成されております。 

役目としては、１つは、内水状況把握と避難促進検討を行う危機管理防災チームでありま

す。もう一つは、内水軽減対策を行っていく農林水産県土整備チームとに分かれており、短

期対策、中長期対策の検討を進めていくこととなっております。 

これまでに県内部での会議が４回開催されておりまして、そのほか、10 月 28 日には内水

対策プロジェクト県市町会議が開催されているところでございます。 

○議長（山口昌宏君） 

20 番江原議員 
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○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

今のこの、六角川に頼らない内水治水対策。結局、六角川の特異な特性で、ポンプ場を受

け持っている方は潮が１時間すると上がってくる。中には、六角川激特で、大町、順天堂病

院の先にあるあの蛇行しているところをカットするとか、400 億円かけて事業化がされてお

りますけれど、あれなんかカットしても、潮がゆっくり上がってくるのが、さっと上がって

くると。そして、流れるときは速いかもしれないけど、上がってくるのにすぐ上がってくる

んじゃないか、疑問の声を聞かせていただきました。 

だから、そのような、この六角川水系緊急治水対策プロジェクトは、どうしても六角川の

本川、中の対応が強いんですよね。 

でも、３市３町、この内水対策プロジェクトチーム、県庁に立ち上がったという、――先

ほど紹介しました北方の方のこの声です。私は本当に、被災者の人の思いが、これ、ここに

今後に期待したいとこの思いを、本当に３市３町――、後で言いますけれど、嬉野の問題も

ありました。――ですから、３市３町で本当に、――市長、水は上から下にしか流れない。

ですから、上流は上流でため池でしっかり事前放流で受け止めて、そして、この低平地の白

石平野、――先ほど田島町長、白石町長の意見も紹介しました。これは本当に首長の連携し

たプレー、この思いが実務者の人たちを動く部隊として、農林や建設が本当にその立場で動

けるというふうに思いますので、市長、この３市３町のこの県庁が立ち上げた内水対策プロ

ジェクトチーム、大町町長、嬉野市長さんと一緒に、知事への要望活動も何度となくやられ

ております。 

ですので、こうした流域全体が白石平野に直接、有明海に水を流し、排水ポンプ、こうい

う体系を議論するものとしてお持ちなのか、ちょっと認識を伺っておきたいと思います。 

○議長（山口昌宏君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

議員がおっしゃるように、これまでの六角川の河川対策は、六角川本川、主に本川の対策、

言わば一本足打法だったと思っています。 

ただ、それだけではやはりこの気候変動には対応できない。 

本川の対策の強化というのは当然必要ですけれども、それだけではなくて、３市３町、ま

さに県が広域として流域治水を併せて進めていかないと、この気候変動には対応できない、

床上ゼロにも持っていけないということで、両方やはり進めていかなければならないと思っ

ています。 

当然、私たちも本川の対策は、これから抜本的といわれる対策だけでなくて、先ほど記事

をお見せになられたように、来年来たらどうしようと、そのために超短期の対策、例えば掘

削を完了しましたではなくて、もう一回やっぱりしっかりと掘削をするとか、そういった超
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短期の対策も併せて今、求めています。 

流域治水においては、これは田島町長との話でも、昔は、堤防がまだ低いときは、白石の

水は有明海に行っていたけれども、今は堤防に排水するようになった。それをやはり、上流

部のことも考えて、自分たちも何か協力できないかということで、先ほどおっしゃたような

話も提案しているというのを聞きました。 

そこは流域として、上流がよければ下流が悪くなるではなくて、どうやって流域全体をし

ていくかというのは、これは３市３町の首長で、特に私の場合、六角川本川だと、大町、江

北、白石の町長とは密に話しています。 

ため池についても、とにかくできることを超短期でもやろうということで、私自身も先日、

白石の土地改良区の会長、田島会長ですけれども、直接お願いに行きました。利水は大事だ

けども、少しでも治水に使わせてほしいというお願いをして、今、真摯にそれを受け止めて

動いていただいています。 

とにかく、そういうことで連携をしっかりと今、進めていますので、少なくとも来年まで

にできることは、連携を強化してしっかりと進めていきたいと思っております。 

○議長（山口昌宏君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

市長、本当にその立場、私は本当に共有すると同時に、市民力を合わせて、関係部署が力

を合わせて、直ちにシステムづくりを進めていく、当然、強力にお願いしたいと思います。 

でなければ、来年に間に合わない、そういう被災者の痛切な思いではないでしょうか。 

ですから、来年のため池の調査、７月と言われていますけれども、昨日もありましたけれ

ども、私は遅いと思います。 

その点で、この紹介しましたため池活用、この白石町土地改良区の管理監督の下にある利

活用、これが大きいと思います。武雄市内の六角川流域のため池の 750 万トンのうち、421

万トンを占めているわけです。半分以上です。 

そこで、この間、いろいろ要望書が国や県にも出されて、昨日も質問で出ましたけれど、

武雄河川事務所の阿部所長は、来年の出水期までに水位を下げる緊急対策を検討している。

来月末までには具体策を示したいと思っている。 

これ 12 月末ですから、――ぜひこうしたところは、この要望書には、土地改良区の話と

か、ため池の事前放流、放水の検討を求めるとか、そういうのがちょっと見当たらなかった

から、これ本当に市長、こういう要望項目の中にも、今、白石町長と会ったことも話されま

したけれども、そうした要望項目にもちゃんと入れるべきではないかと。 

３市３町の流域治水、この立場を、白石平野に直接、有明海の堤防に直接、排水をして、

そして、ポンプをさらに増設して直接、市長も言われました、一本足打法でない、そういう



- 140 - 

システムづくり、必要だと思います。 

そこで、６月議会でも申し上げましたけれども、これ、農業被害に 100％の補償です。こ

の事前放流、放水をするためにも、農家の皆さんが安心して協力できる制度づくりがなけれ

ば無理だと思うんです。 

ですので、農業被害に 100％の補償をこれからも求めていくべきだと思いますので、市長、

いかがでしょうか。 

○議長（山口昌宏君） 

永尾営業部理事 

○永尾営業部理事〔登壇〕 

農業者の方が安心して営農できる環境づくりは非常に重要と考えます。 

現在は、農業共済制度で被害の補償がなされております。治水対策に協力していただく方

についての新たな支援の制度設計等の考えがあるか、県等に確認したいと思います。 

○議長（山口昌宏君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

それで、この治水対策を進めていく意味で、この間、合併してから、農地転用実績、16 年

間で約 200 町が田んぼから宅地に変わっていっているんですよね。どれだけ保水力が減って

いるかということです。 

さらに、９月議会でも申し上げましたけれど、橘町の東川の上流は、嬉野市塩田町の西山

地区や北志田、南志田、そして、光武という地区から水が下ってきてるという状況の下で、

３市３町の中に嬉野市も入れるべきではないか。河川事務所のエリアでは、ちゃんと塩田町、

嬉野市がエリアで記されているんですよね。いかがでしょうか。 

○議長（山口昌宏君） 

諸岡総務部理事 

○諸岡総務部理事〔登壇〕 

議員お尋ねの内容につきましては、六角川水系の水害を踏まえた防災・減災対策協議会、

こちらのほうへの嬉野市の加入ということかと思いますが、この協議会におきましては、水

防法に基づき、令和元年８月、六角川水系の水害を踏まえた防災・減災対策協議会として設

置されております。この協議会の事務局を、武雄河川事務所が担っておられます。 

ただいま御提案いただきました内容につきましては、事務局の武雄河川事務所につなげて

まいりたいと考えます。 

○議長（山口昌宏君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 
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被災に遭われた橘の皆さんが、この水は塩田から来ようもんねって。もう本当、私もびっ

くりして、その後、河川の流れを見てみますと、本当に、矢ガ倉堤という大きな堤があって、

志田神社の上流にあるんですけれど、その水から全部こっちに来ようわけですね、橘に、と

いうこともあります。 

もう一つ驚くのが、今、これ北方町の焼米、大町の境のところです。これ防音装置でしょ

うか、複線化のために。これが設置、あちこちずっとしているんですよね。 

これ、担当課にちょっとお聞きしましたけれど、確認されておりませんでしたので、ぜひ

確認して、被災者の心配もありますので、市長、受け止めとってほしいと思います。 

時間が――次の２番目のふるさと納税委託業務の対応について。 

これは、７月 31 日、８月 10 日、８月 27 日と全員協議会が行われて、その中で百条調査

特別委員会を立ち上げるべきだということで立ち上がって、７回の調査をしてまいりました。 

ところが、委託業者、大平商会は一切証言――文書でしか述べないと証言拒否、宣誓拒否

ということで、議会全会一致で告発をいたしました。 

ところが、さらにびっくりしたのが、これ、議長宛ての関係書類滅失証明書。これにはび

っくりします。 

関係者の皆さん、水害による書類の水没だと言われております。あり得ない話なんです。 

裏側から撮ったようですが、ここが建設会社の建物、全体がですね。ここにあるというこ

とで。これは信用できない。もしかしたら、もしかというよりも、公文書偽造です。水害で

も何でもない。 

そこで、もう一つあるのは、プロポーザルで、平成 31 年４月 18 日起案です。そのとき、

武雄の事務決裁規程では副市長の決裁が要るのに、副市長の決裁がないんですよ。これは百

条調査特別委員会でも明らかにしたところです。 

平成 28 年に、ジッパー社が選定されたプロポーザルのときには、ちゃんと市長、副市長

まで甲決裁されております。そのときの担当課長が、今、選定委員長として役割を発揮され

ております。 

私は、これは事務決裁規程を違反していると考えております。当然、百条調査特別委員会

でも認められました。 

そして、さらに、副市長にお尋ねします。 

８月 27 日の全員協議会の中で副市長の不可解な行動がありました。山口議長が席を立た

れました、そしたら副市長と一緒に別室に行かれて戻ってこられました。約４分。そして、

副市長が答弁されました。「これからの対応、方向性を議論してください」と言われました。

私はそのときすぐ、副市長、どういう立場で意見を言うんですかと指摘をしました。 

何をこのとき協議したんですか、いかがですか。 

○議長（山口昌宏君） 
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北川副市長 

○北川副市長〔登壇〕 

そのときの退室につきましては、その前段で、武雄市が寄附いただいた金額を返還をする

のか、あるいは代替品を提供していくのかということについて市の方針を説明をして協議に

入らせていただいたところであります。 

その件で協議をしてもらうものと思っておりましたけれども、別のテーマが――テーマと

いいますか、問題が出てきたというような捉え方で、ほかの議論に流れていったというよう

なことでございましたので、その分については修正をお願いをしたところでございます。 

議長から、そのときにちょっと声をかけられたのは、そういった、ちょっと市がお願いを

するべき、当初お願いをするべき内容からちょっと外れているんじゃないかということを私

も思っておりましたので、その分については改めて、戻りまして、皆さんのほうにそういっ

た形で修正をお願いをしたところでございます。 

〔20 番「紛れもなく、それは不可解な行動なんですよ。私は今回の」〕 

○議長（山口昌宏君） 

ちょっと待ってください。まだ指名していないんで。 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

申し訳ないです。 

私は、今回のふるさと納税の委託業務の問題の一連の不祥事について、担当、当時の選定

委員長、市長、副市長、責任を取って職を辞するべきだと思います。いかがですか。 

○議長（山口昌宏君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

そのことについては、今の御提案については重く受け止めます。 

○議長（山口昌宏君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

ぜひ受け止めて決断をしてほしいと思います。 

次に、防災行政無線について。 

戸別受信機が８月 14 日の水害で水没しました。どれくらい水没したんですか。 

○議長（山口昌宏君） 

諸岡総務部理事 

○諸岡総務部理事〔登壇〕 

議員御質問の戸別受信機の浸水による故障でございますが、11 月末現在で 72 台となって
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おります。 

○議長（山口昌宏君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

私は、この戸別受信機の有線の仕組み、取組、こういうですね、失態ですよ。肝腎なとき

に機能していない。 

今、議会に議決を諮るべきだと住民訴訟が進んでいますが、12 月６日に被告準備書面が提

出されました、裁判所に。 

その内容を見てさらに驚きました。 

平成 29 年６月議会に提出された補正予算書や総務常任委員会等のものです。当時、武雄

市新庁舎庁用器具の買入れ、予算１億 7,000 万円に係る予算審議で終了していると述べられ

ています。 

令和２年３月議会に、ケーブルワン社への６億 8,000 万円に上る２か年予算が提出され、

総務常任委員会の審査、もとい、このときは、訂正します。まだ、業者は決まっていません

でした。防災危機管理課長の説明を覆すことは不可能です。 

これが当時、令和２年３月議会、当時の防災危機管理課長、「今後のスケジュールですが、

今回、議決をいただければ区長会に説明をし、設置の意向調査を行うと、設置の意向調査と

並行しながら機種の選定に入るというところです。５月中に入札をし、仮契約をしまして、

６月議会で承認をいただければと考えておりますので、５月ぐらいということになります。」 

これが決定的な証拠なんですよ。議会にかける理由。だから、この住民訴訟で争われてい

る、この議会で審議されたと。審議されていない。 

ですから、「武雄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」に

違反していることは明らかだということであります。 

受け止め、市長、いかがでしょうか。 

○議長（山口昌宏君） 

諸岡総務部理事 

○諸岡総務部理事〔登壇〕 

ただいま議員のほうから御指摘いただきました内容につきましては、防災情報発信システ

ム、こちらに係る契約に関しての御質問でございますが、この本件につきましては、司法の

判断によって明らかにされる事項となっております。この場での答弁は差し控えさせていた

だきたいと存じます。 

○議長（山口昌宏君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 
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次の公判が 12 月 17 日 11 時です。時間のある方は、おいでいただければと思います。 

最後に、道路行政です。 

９月議会でも申し上げましたけれど、国道 35 号線Ｓ字カーブの改良工事です。それと、

県道梅野有田線の状況ですが、これ９月議会でも言いました。 

このＳ字カーブの改良工事で、ここがトンネルになるわけです。でも、これまだ数年かか

ると言われました。 

これ市長、本当にですね、５年、６年前に質問されたときには、もう今年度完了する予定

だったんですよ。特にこのＪＲのこの工事が済めばですね、なぜ遅れているのか、理由をお

願いします。 

○議長（山口昌宏君） 

野口まちづくり部長 

○野口まちづくり部長〔登壇〕 

国道 35 号線の西谷峠のＳ字カーブについてということですけれど、国土交通省の佐賀国

道事務所に確認をしているところでございますが、今年度、11 月末でＪＲ佐世保線の鉄橋が

完了しているということで、ようやくＪＲの委託工事がここで終わったということになりま

す。 

現在、道路詳細設計が行われておりまして、令和４年度以降でこの鉄橋の前後の道路改良

工事が予定されておりますけれど、まだ完成の見込みは示されていない状況となっておりま

す。 

○議長（山口昌宏君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

次、行きます。 

これ、県道の宮野の蜂の巣のところですが、本当これ、工事しても、またがんなるんです

よね。指摘をしておきます。 

最後に、環境問題で、これ、山内町水尾団地のこっちのほうに養鶏場があるのですが、臭

いがひどいんですよね。それに対して、ちゃんと、そして対処してほしい、この養鶏場のす

ぐそばに堆肥舎があるんですよね。これ、要望として、本当この周囲の皆さん、夏場は困っ

ています。善処をお願いしたいと思います。いかがですか。 

○議長（山口昌宏君） 

永尾営業部理事 

○永尾営業部理事〔登壇〕 

今後、検討したいと思います。 

○議長（山口昌宏君） 
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20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

時間が来ましたので、これで終わります。 

○議長（山口昌宏君） 

以上で 20 番江原議員の質問を終了させていただきます。 

ここで議事の都合上、１時 20 分まで休憩をいたします。 

休   憩    11時58分 

再   開    13時20分 

○副議長（末藤正幸君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

次に、12 番池田議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

（全般モニター使用）皆さんこんにちは。２日目の一般質問、最後の順番となりました。 

ただいま議長より登壇の許可をいただきましたので、12 番池田大生の一般質問を始めさせ

ていただきます。 

今回、12 月ということで、災害が令和３年の８月豪雨が発生いたしまして、はや４か月が

たとうとしております。そういった中、ふるさと納税の問題、いろんな問題を今議会でも追

及されているわけでございますが――この 12 月になれば、私、政治の師として仰いできた方

の言葉をよく思い出すことがあります。 

よく一般質問の中でおまえのやり方は、「自分が、自分がと、我がよ、我が、我がという

ところがあるけん、そこは用心せんぎいかんぞ」と、よく指導を仰ぎながら、「常に感謝、感

謝」と申されておりました。 

「その気持ちば忘るんな」ということで、まだまだ至らないところばかりですが、それを

反省しながらも、一歩一歩進んでまいりたいと思っております。 

そして、「ふるさとに恩返しという言葉を忘れるな」とよく言われ、このふるさとの恩返

し、ふるさと納税もまさしく、ふるさとに恩返しというところが始まりじゃないかと思って

おります。 

そういった中に、返礼品の過当な競争ですね、これによっていろんな問題が起こっている

と私は感じております。 

この制度をしっかりと監視しながら、しっかりとこれもチェックをしながら、議会の二元

代表制としてしっかりとチェックをしながら、我々も進めてまいりたいと思います。 

この問題についても、今後、調査特別委員会の報告があると思います。しっかりとした委

員長の下、しっかりとした報告がなされ、それを待って、我々もしっかりと精査してまいり
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たいと思いますので、どうか皆さん一丸となって、この問題の解決に向けて取り組んでいき

たいと思っております。 

それでは、今回の質問に移らせていただきます。 

今回、市政運営についてということで、災害に関する質問をさせていただきます。 

先ほど申し上げました豪雨災害から、はや４か月がたとうとしております。 

そういった中、今回、豪雨災害からの迅速な復旧・復興、そして、武雄市新・創造的復興

プラン、そして、治水対策、この３点についてお伺いをしてまいります。 

モニターに映している写真は、令和３年８月 14 日、午前７時 20 分頃の新橋から医王寺方

面を向いて撮られた写真でございます。 

橋下地区においても甚大な浸水被害があったということで、消防団のほうもしっかりと、

これまで舟艇訓練等も行いながらやってきましたが、このときも、しっかりとボート等を出

して救助活動等を行ったところでございます。 

そして、この災害発生してから、今回、被害状況、そして復旧・復興と向かっているわけ

でございますが、現在把握されている被害の規模、それについてまずお尋ねをいたします。 

○副議長（末藤正幸君） 

諸岡総務部理事 

○諸岡総務部理事〔登壇〕 

議員御質問の被害状況でございますが、事前に農林被害と建設関連被害ということで御通

告いただいていますので、その２件のほうを御報告したいと思います。 

内容につきましては、11月 30 日現在の状況となります。 

まず初めに、農林業の被害でございますが、農地災害 135 件、農業用施設災害 215 件、林

道災害４件、農林地崩壊９件、合計 363 件となっております。 

被害額におきましては、15 億 5,710 万円となっております。 

次に、道路河川等の被害でございますが、公共土木災害の道路においては 35 件、公共土

木災害（河川）においては 23 件、小災害（道路）で 33 件、小災害（河川）で 16 件、急傾斜

地崩壊で 22 件、合計の 129 件となっております。 

被害額におきましては、４億 5,970 万円となっております。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

道路河川等の被害、そして、農林業の被害ということで約 20 億円近くの被害があったと

いうことですけれども。 

次に、ちょっと順番前後したり、通告はしっかりしているつもりなんですけれども、通告

内容からまた入り込んだ質問になった場合には、どうか答えられる範囲でお願いをしたいと
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思います。よろしくお願いいたします。 

そして、午前中にもございました被災者の方の転居、住んでいるところから出ていったり、

住所地が変わったりとか、いろんな転居のあれがあると思いますけれども、その件数につい

て把握されている分があればお願いいたします。 

○副議長（末藤正幸君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

議員御質問は北方町のほう、それとも全体的なものということで把握してよろしいでしょ

うか。 

〔12 番「北方町と全体をお願いいたします」〕 

それでは、まず、北方町からの転出者、転居者の数でございますが、武雄市内における人

口動態につきましては、その変動に係る要因を逐一把握していないため、あくまで「特定期

間中の単純移動数」である前提条件、いわゆる災害が理由と限らないものとして報告させて

いただきます。 

対象期間は８月 11 日から 11 月 30 日までの北方町から市外への転出者数は 96 名、市内へ

の転居者数は 103 名となっております。それから、同じく、朝日町につきましては、転出者

数が 44 名、転居者数が 47 名。それから、橘町におきましては、転出者数が 14 名、転居者数

が 13 名。 

３町合わせまして転出者数が 154 名、市内転居者数が 163 名、ここまで把握しております。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

全体で 163 名の転居者と。特定期間ということで、要因が特定できないということですよ

ね。 

そしたら、今、移住定住策とかいろんなことを策で打たれている中に、令和元年の災害が

あって、その後、武雄に転居しようと、今回、災害が発生する前に転居しようと思われなが

ら、災害が発生した後、取りやめになられたというか、そういう方がいらっしゃるのか、い

らっしゃらないのか、そこを把握できていればお願いいたします。 

○副議長（末藤正幸君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

その件につきましては、申し訳ございませんが、把握しておりません。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 
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○12番（池田大生君）〔登壇〕 

そこはいろんな要因があって、把握するのが難しいかなと私もちょっと思いますけれども、

今後、データを活用しながらやっていくと、水害対策ですね。これも転居、入居、そういう

ものも含めたデータをぜひ作成していただき、今後、時間がかかっても作っていただきたい

なと思っておりますけれども。 

次に、皆さん、事業者の方も必死になって復旧・復興ということで頑張っておられます。 

新聞等にも報道がありましたように、次が来たら、ないという思いでやられている方もい

らっしゃいます。前回、令和元年の後、頑張って、頑張って復旧をされて、再開をされてき

たわけでございます。 

今回、次はないという思いで、またされた中には、冒頭申し上げました、ふるさとに感謝

という気持ちでいるという方もいらっしゃいました。 

それは自分たちの飲食店のみならず、いろんな企業ですね、北方町を回って聞いた話です

けれども、地元に育ててもらったんだという思いから、今回も何とか頑張ってみるという考

えに至りましたというお話も聞きました。 

北方町においては、炭鉱時代から地盤沈下、それによって地盤が下がり、水がたまりやす

くなり、そして、排水機場がつく前には遊水池と、遊水池を造ったわけじゃないんですけれ

ども、遊水池と思われるような水のたまり、そして、水に苦しんでまいりました。 

そして、常襲水害地という地域柄、皆さん本当に頑張ってこられたところですが、今回、

そういった中に各事業者、商工業者、いろんな方いらっしゃると思いますけれども、事業者

の事業継続について頑張っておられる方もおられます。 

その中で、廃業せざるを得なかった人、そして、撤退をされた企業等を把握されていれば

お願いいたします。 

○副議長（末藤正幸君） 

古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

今回の大雨により被害を受けられた事業者で、撤退、廃業を決められた事業者につきまし

ては、飲食店、小売店などで６事業者というふうに伺っております。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

６事業者。 

そしたら、１点確認をさせていただきますけれども、旧北方町の時代から国道 34 号線沿

いを商業化ということで、旧町の時代ですね、陳情したり、要望したり、いろんな活動をし

て、議会の皆さん、役場の職員の皆さん、そして、商工会一丸となって取り組んできたわけ
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ですけれども、６事業者と言われましたけれども、国道 34 号線沿いの方が多いのか、その辺

について分かればお願いいたします。 

○副議長（末藤正幸君） 

古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

北方町内の国道 34 号線沿いでは、今の６事業者のうち３事業者でございます。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

国道 34 号線から３事業者。北方町ですよね。そしたら、朝日町のドラッグストアは国道

34 号線じゃないので。 

今、バイパスがありますけれども、メインのストリートから事業者が撤退していく。９月

のときにも言いましたけれども、その分、明かりがない状態ですね。９月には、まちのあか

りのオーナー制度ということも検討いただけないかということで、まちにあかりを、とにか

く、まず活気を戻すためにあかりをということで、そういうことも提案してまいりました。 

そういった中、今後また事業者とか企業が増えていくように、ぜひこの水害対策をしっか

りとやっていただいて、またゼロから始めるんだという強い思いで、また活気を取り戻すと

いう思いで、ぜひ対策を取り組んでいただいて、武雄は安全なんだ、安心なんだということ

をぜひ打ち出していただきたいと期待をしております。 

次に、先ほど農林被害の件数、被害額について答弁をいただきましたけれども、農地、山

林、河川、道路の災害復旧状況について、どのようになっているのかお尋ねいたします。 

○副議長（末藤正幸君） 

永尾営業部理事 

○永尾営業部理事〔登壇〕 

農地、山林等の本災害については国の災害査定を受けている状況であり、12 月末までの予

定となっております。 

また、小災害においては地区で対応をいただいており、12 月１日現在、31 か所が復旧完

了となっております。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

12 月まで、まだ査定中と、12 月末までが査定ということですかね。 

現在、31 か所が完了していると。そしたら、箇所としてはまだたくさん残っているわけで

すけども、それでは、災害復旧の事業負担等についてどのようになっているかと、通常の災
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害なのか、激甚災害なのか、この点についてお尋ねします。 

○副議長（末藤正幸君） 

永尾営業部理事 

○永尾営業部理事〔登壇〕 

先ほど、12 月１日現在の 31 か所が復旧完了しているというものについては、小災害でご

ざいます。 

本災害のスケジュール的なものですけど、今後、農繁期を避けた形で、前期、後期と分け

る形で予定しております。 

緊急性の高いものは早い時期に発注を行い、ため池等は一旦水をためる必要がありますの

で、稲刈り後の非出水期ということで、来年の 11 月頃からの工事となる予定でございます。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

ため池等については、来年の 11 月頃ということですね。 

小災害、本災害、本災害というか、これは激甚というか、国の制度に係る分がまだ査定中

ということなんですかね。 

○副議長（末藤正幸君） 

永尾営業部理事 

○永尾営業部理事〔登壇〕 

そのとおりです。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

この場合、激甚災害指定を受けているから、激甚災害のかさ上げの分の負担が適用される

ということでよろしいですか。 

○副議長（末藤正幸君） 

永尾営業部理事 

○永尾営業部理事〔登壇〕 

適用されます。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

局激じゃないですよね、本激ですよね。 

○副議長（末藤正幸君） 
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永尾営業部理事 

○永尾営業部理事〔登壇〕 

本激になります。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

この本激の扱いということになっておりますけれども、そしたら、かなりあれなんですけ

れども、この中で少し私が危惧しているところがあるのは、令和元年度におきましては、農

業機械等の支援事業補助金、これについては国からの支援もあったわけです。今、県と市と

で頑張っていただいて、これ、かさ上げ処置をしていただきました。 

本来、共済とかあるということですけれども、農地においてはですね。この中で、令和元

年度で新しく機械を買い換えて、新しい機械を導入して、ほとんどの農業者の方が機械を使

えなくなって新しいものを入れて、今回、また被害を受けられているわけなんですよ。 

これ、国の支援がない理由というのが分かればお願いいたします。 

○副議長（末藤正幸君） 

永尾営業部理事 

○永尾営業部理事〔登壇〕 

国の支援については、令和元年度の災害のときは、議員御紹介のとおり、国庫補助が 10

分の３ございました。 

そのときと今回の違いについては、今回の災害では全国的に見て、佐賀の場合、武雄の場

合は被害額が前回より大きかったわけですが、全国的に見て、被害額については前回を下回

ったということで、国庫補助の対象にはならなかったと聞いております。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

全国的に見て佐賀、そして、武雄の被害は、令和元年度と同じくらいだったけれども、令

和元年度ですね、その後、台風の被害とかいろんな被害がたくさんあって、全国的に災害が

あったというのは私も分かるわけなんですけれども、今回、全国的に見て少なかったからと。 

しかし、我々、佐賀県において、この武雄市の被害、これは後ほど浸水エリアマップ出し

ますけれども、ほぼ同区域の、同地域が浸水して被害が発生しているわけなんですよね。 

これ、国のほうの在り方でしょうけれども、２回、２年越しに２回目の被害に遭って、家

屋もですが、そして、事業者、農業者、この声をぜひ分かっていただきたいという思いです。 

これ、ぜひ、まだまだ時間がありますので、これについても、ぜひいろんなお願いを、要

望をこれまでもしてまいりました。 
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外見は、家屋も外から見た感じは変わらないんですよ。前に戻ったような、外観から見た

だけですね。扉を開けたら中の壁がない、床のはりがむき出しになっている、そんな家が、

まだまだたくさんある。そして、家の中も、まだほこりが舞っている。そんな方もいらっし

ゃるんですよ。そんな声も聞くんですよ。 

そういう声をぜひ、市長も何回も何回も皆さんからお聞きになって、多分、要望もされて

いると。 

ぜひ、こういった全国的に見て少ないからじゃなくて、ぜひ国からの支援ということも重

ねて、ぜひ強く、強くお願いをしていただきたいと思いますけれども、市長、いかがでしょ

うか。 

○副議長（末藤正幸君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

やはり全国的な規模の本激と、一部の地域の局激ということで被害額は違いますけれども、

地域から見ると、そこは被害を受けているのは間違いないので、そのあたりについては、国

に対しても制度の現実に沿った見直しというのは、これまでも要望してきました。 

今後についても引き続き、とにかく我々の場合だと２年で２回起きたと。言わば二重災害

というところでもありますので、そういったことは恐らく全国でもほかでも、これからたく

さん例も出てくるでしょうから、引き続き、現場の現状に即した支援の在り方というところ

については、各省庁に要望してまいります。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

ぜひ強く要望もしていただきたいし、本当に２度の災害、被災された方の気持ちは、我々、

計り知れないものがあると思います。 

そういった中に、市長をはじめ、議会議員の皆様も様々な要望活動、そして、陳情活動に

行かれて頑張っているわけですけれども、これ一緒になって、ぜひ復興に向けて、強いまち

づくりのために皆さんと一緒になって我々も取り組んでまいりたいと思います。 

そして、小さい金額とか何とかいう、その制度の見直しについてということも、市長のほ

うから口にしていただいたわけなんですけれども、今回も全国的に見て、なりわい補助金で

すね、これの使い勝手の悪さというか、それについても今後、ぜひ国のほうで検討していた

だきたいと思っております。 

そして、災害が中山間地とか、山手のほうとか、今回、土砂災害については前回よりかな

り少なかったと思いますけれども、これについても事前に、災害が発生して原状復旧が原則

だと思うんですけれども、これ、災害が発生した後の維持管理についても物すごく大変だと



- 153 - 

思うんですよ。 

このまま山間部において手が入っていないところ、集落営農とか、中山間地域等直接支払

制度等の活用において維持管理をされておりますけれども、これも高齢化でどんどん、どん

どん難しくなってくるんじゃないかと思います。 

今後、荒廃していく可能性がある中に、山林の維持について、維持をすることによって保

水機能の向上ということもあります。 

この点について、維持管理ができなくなってきたときは、荒廃していくと思うんですよね、

山林等ですね。この辺について、維持管理についてどのように捉えておられるのかお尋ねい

たします。 

○副議長（末藤正幸君） 

野口まちづくり部長 

○野口まちづくり部長〔登壇〕 

山林に関する、荒廃する対応ということですけど、農林分野において、佐賀県が行う予防

治山事業がありますが、具体的には地域における災害に関する取組と併せて行う水源の涵養

及び山地災害の防止のための緊急的に行う荒廃危険山地の崩壊等の予防事業があります。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

中山間地の予防事業があると、予防できる事業があるということですね。 

起こる前に予防できる事業があれば、そういうのを活用できるような周知も、ぜひお願い

したいと思います。 

そして、次に、復旧・復興に向けた新・創造的復興プランということで打ち出されたわけ

なんですけれども、これの中の基本方針の１番から５番ということで、新たになっておりま

す。 

これが、今、モニターに映しているのが武雄市創造的復興プラン。約２年前に、令和元年

度の災害を受けた後、翌年の１月に発表されたと記憶しておりますけれども。 

この創造的復興プランは４つの基本方針から打ち出されたわけですけれども、今回、新・

創造的復興プランということで、１つ増えて５つの、これ基本方針になるのかどうか分かり

ませんが、当初打ち出された復興プラン、そして、新・創造的復興プランとの違いを教えて

ください。 

○副議長（末藤正幸君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

新たな復興プランの策定に当たりましては、短期間で２度の災害を経験して得られた独自
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の知見を生かしつつ、被災された住民の皆様に可能な限り寄り添いながら、新たな武雄市の

未来を共に描けるものとなることを目指しております。 

その上で、２度の被災を経験された方の多くに芽生えたであろう、このまま同じ場所に暮

らし続けることへの不安を払拭し、やっぱり武雄と、これからもこのまちで安心して暮らし

続けてもらうことを常に意識して作成した点が、前回の復興プランとの大きな相違点と考え

ております。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

私の感覚ですけれども、４つに１つ足した、文言は変わっているけど、１つ増えたのかな

という感じですけれども、これぜひしっかりと進めていただきたいなというのと、午前中、

会派同僚の江口議員も言われました、私も９月議会で言いました、総合計画、この策定につ

いては、つくるあれはないと言われましたが、これ中長期的な視点で捉えるのが総合計画で、

平成 23 年でしたっけ、自治体に任せるというような。平成 23 年でしたっけ、国のほうから

の指針というかあれで、自治体に任せると、策定しなくてもいいというふうなことになった

のは。 

しかし、この中長期計画というのの中にしっかりと、数値目標ですね、そして、予算、し

っかりこれを盛り込んでいくのが、私、中長期的にわたる復興プランの一つかなとも思いま

すし、これぜひ検討していただきたいと思いますけれども。 

この総合計画においては、各議員も今まで言われてきていると思います。 

ぜひ私、これ示していただきたいと思うんですよ。 

そして、次にお尋ねいたしますけれども、床上浸水ゼロをまず目指しますということなん

ですけれども、この床上浸水ゼロ、これについて、どうやって、どういう対策で、――もう

目指しますと書いてあるのだから、これどうやって、いつまでに防がれるのかお尋ねいたし

ます。 

○副議長（末藤正幸君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

床上浸水ゼロにつきましては、一人でも多くの被災者を減らしたい思いを具体化した達成

目標でございます。 

災害規模や対象家屋の増減により常に対象数が変動するため、数値目標の設定は難しいと

ころではございますが、当面は直近の被害状況を基準としつつ、武雄市新・創造的復興プラ

ンに上げた目標を実行に移すことで、一日も早く、１件でも多く浸水被害を防ぐことを努め

てまいりたいと思いますが、今度、新しくつくりました治水対策課におきましても、今後の
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超短期、中長期、その中にでもゼロを目指した数値でもできればというふうに考えておりま

す。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

この床上浸水ゼロを目指すということだから、方策が多分あるんだと思いますけれども、

これから考えていかれるんですね。そしたら、いつまでというものも、どうやってというの

も、決まっていないというんじゃあ、ちょっと駄目なんですよね。 

皆さん、水害対策、待たれているので。住むか住まないか、ここで生きていけるか、いけ

ないのかという気持ちで皆さん待たれているんですよ。市の方針としてそれをしっかり打ち

出していただきたいと思いますけれども。 

そして、田んぼダムということ、今回、議会でも上がっていますけれども、田んぼダムの

在り方については分かりました。 

田んぼダムを造り上げて、どの程度の水が保水できる、――実証実験をやるということだ

から、実証実験をやる。じゃあ、どのくらいの水をためていこうかなと、そういう数値目標

があるのかお尋ねいたします。 

○副議長（末藤正幸君） 

永尾営業部理事 

○永尾営業部理事〔登壇〕 

田んぼダムの取組面積については、今後、地元との協議が必要だと思います。 

ただし、机上では、10 センチから 15 センチの堰板を排水口に設置をする予定でしており

ます。 

それが仮に 100 ヘクタール、六角川上流部で 100 ヘクタールの面積が確保できた場合は、

15 万トンの貯水のポケットができると、単純に計算すれば、そのようになるかと思います。 

それで、今のところ、175 町ぐらいを目標にいたしております。 

以上です。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

175 町、私もちょっと数字は強いほうじゃないんですけれども、多分、175 町ということ

は、178 万平方メートルぐらいの広さかなというぐらい思うんですよね。 

それがどのくらい中山間地で確保できるのか、そこもちょっと今後、進展具合を見ていき

たいと思いますけれども。 

10 センチから 15 センチでしたっけ、堰板。これ、他の県でも採用されているところで、
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これ山間部なんですよね、山間部。武雄においては、ほぼ中山間地。ほぼですね。もう山間

部じゃなくて、中山間地ですよね。そういう中で活用していく。 

浸水エリアについては、ほとんどダムなんですよ。災害が発生したら、もう常にたまって

いるんですよ。 

どうやってこの数字を確保するのかなというのと、水量をどのくらいに対応していくのか

ということを考えたときに、排水機場が 10 か所、武雄にあると思います。国のやつ６か所、

県２か所、市の管轄が２か所。これが毎秒 124 トンの揚水機能があるわけですよ。これでど

のくらい、排水しなかった場合に水がたまるかということは、当然、これをやっていく上で、

どのくらいの水をためないといけないかという段階で把握されていると思いますけれども、

これは後でちょっとやりますけれども。 

次に、この中にリバースモーゲージの活用と書いてある。リバースモーゲージって何なん

ですか、教えてください。 

○副議長（末藤正幸君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

リバースモーゲージとは、高齢者向けの融資制度でありまして、自宅を担保にして、そこ

に住み続けながら、金融機関から借り入れたお金を一括または年金のような形で受け取る仕

組みでございます。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

高齢者対象に、自宅を担保にして借り入れを起こすと。そして、ここに住んでくださいと

いう制度を活用していくということでよろしいですか。 

○副議長（末藤正幸君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

事業内容につきましては、まだ検討中でございますので、活用を視野に、今後、検討して

まいりたいと思います。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

今言われた説明を、私、繰り返しただけなんですよ。 

高齢者が自宅等を担保に金融機関から借り入れて運用していく制度がリバースモーゲー

ジ制度なんですかって、もう一回お尋ねしたんですよ。それでよろしいですか。 
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○副議長（末藤正幸君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

そのとおりでございます。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

家族がいて、働き手がいて、そういう方たちが自宅を担保に借り入れて、新築、改築をす

るというんだったらまだ分かりますけれども、高齢者の方が、自分の自宅を、資産を担保に

入れて金融機関から借り入れて、それでここで生きていきなさいという制度が優しいのかど

うか、ちょっと私は疑問に感じますけれども、これ、運用の仕方、ぜひ、これからやってい

くんでしょうから、ぜひ制度の検討をしっかりとお願いをしたいと思います。 

そして、先ほど災害復旧の補助について事前活用できるメニューはということで、先ほど

事前にお答えいただきましたので、次に、水がめを造るということなんですけれども、水が

め造るというイメージは、――遊水池を、洪水調整池ですね、今もう事業を開始というんで

すかね、採択というんですかね、なって、10 年後には完成すると９月の答弁で言われました

ので、10 年後を楽しみに待ちたいと思いますけれども、この水がめを造るというイメージに

ついてお尋ねします。 

○副議長（末藤正幸君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

水がめを造るというイメージでございますが、例えば貯水機能を備えた、先ほど御紹介い

ただきました遊水池、それから、遊水公園の整備または家庭や各施設に雨水タンクや浸透ま

すなどの設置を行い、貯水機能の積極的な増強を図っていきたい、検討してまいりたいと考

えております。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

各自宅に貯水槽というんですかね、貯水タンクを造ってもらうと。 

これについても、協力をいただくんだから、先ほどの田んぼのダムも一緒で、浸水エリア

の浸水を減らすために協力していただくことに対して、これは自助、共助の世界で協力して

いただくんですよね。 

だから、こういう自宅に水がめを造るとか、こういうものについては、ここが公助の出番

だと思っています。 
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痛みを分かち合ってもらうために、浸水を防ぐために、みんなで痛みを分かち合おうとい

う施策について、ここは公助の出番だと思いますので、この制度もしっかりと、どんな補助

をしていく、どんなことをやっていくということをしっかり見つめていただいて、皆さんが

納得していただいて助け合う、痛みを分かち合う制度にしっかりつくり上げていただきたい

と思います。 

次に、どうする六角川ということで、９月、これはちょっと日付を忘れましたけれども、

佐賀新聞の小野記者のほうが出されておりました。 

今までもいろいろ申し上げましたが、これ、内水対策に、六角川に今まで頼ってきたわけ

なんですよ。今、皆さん質問でも言われているとおり、六角川だけに頼る治水では、もう今

後、駄目なんじゃないかなと、私も感じております。 

しかし、どうやって六角川に頼らない治水の知恵を出し合っていくのか。これが、これか

らの武雄市の課題であって、これを、どうスピード感を出して取り組んでいくのか、これに

ついて少し質問いたします。 

今回、治水対策ということで、専門部署の設置がされました。治水対策課、これ、私とし

ては、専門に取り組む、専門治水対策室でなくてよかったのかなと。 

そして、人員についても、ちょっと私、きれいに把握していませんけど、専門に、掛け持

ちじゃなくてやる職員さんを配置して、しっかりとスピード感を持って取り組むということ

が必要だと思いますけれども、これ経緯についてはお聞きしましたけれども、これ治水対策

課の役割、今後の取組についてお尋ねします。 

○副議長（末藤正幸君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

治水対策課の役割につきましては、国や県などの治水対策に関する連絡調整や事業推進に

関する要望活動などを行いながら、市が取り組める治水関連事業については、総合的に事業

管理、企画立案等をやってまいりたいと考えております。 

今後の取組といたしましては、先ほど来、紹介していただいております新・創造的復興プ

ランに沿った施策を進めていきたいと存じますが、具体的にはため池の事前放流や貯留機能

向上、田んぼダムの普及促進、公共空間を利用した遊水公園や、先ほど申しました家庭用雨

水貯水槽の普及、内水氾濫ハザードマップの整備などを想定しており、超短期から中長期ま

でかかる事業を精査した上で、推進及び企画調整してまいります。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

具体的なものはまだ決定していないということですよね。 
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今、モニターに映しているのが、令和３年、今回の８月 14 日、午前７時 20 分に新橋から

見た六角川の下流です。もう堤防ぎりぎりまで来ています。 

そして、次が六角川上流、新橋から見た六角川上流の写真なんですけれども、これも同じ

ようにぎりぎりですよね、同じ時間に撮ったんですから。 

これ、この状況で、どうやったらポンプを止めないで済むかと。これ本当にスピード感を

持ってやっていかないといけない。 

これ、北方町のみならず、六角川というのは潮が上がってくる、この潮が上がってくるの

をどうやって防ぐかということも、いろいろこれまでも冒頭申し上げました、常襲水害地と

して検討して排水機場をつけていただり、様々な要望をしてこれまで来て、そして 30 年ぶり

の水害ということで、令和元年、そして令和３年と来たわけなんですけれども。 

市長にお尋ねします。 

これまでも、住ノ江の河口堰でポンプアップしたらいいと。もう考えだけですよ。水につ

いては、いろんな権利とか水利としていろんな問題がある中に、ポンプアップしたらいいじ

ゃないかと。じゃあ、莫大な金額がかかるよとか、いろいろ出てくるわけですね。言ったら

課題が出てくる。 

そういった中に、ポンプを止めなくていい方法が何かあるかなと考えているんですが、市

長、何かありますか。 

○副議長（末藤正幸君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

やはりポンプを止めないためには、水を流すか、水をためるかというところが、まず大事

だというふうに思っています。 

そういう中で、水を流す、水をためる、特にためるほうについては、先ほど議員もおっし

ゃったように、様々なことを、ため池であったり、田んぼダムであったり、どこかにためる、

それは市民の協力をいただくこともあると思います。 

そうやって、少しでもためていくという努力が必要でしょうし、流すというところについ

ては、先ほどおっしゃったように、河口堰を閉めて、例えばポンプを上げる、私もこれは、

効果はある方法だと思っております。 

そういった、とにかく今回、何とか私たちとしては、同じ被害を二度と繰り返さないため

に、根本的にやっぱり考え直していく必要があると思っております。 

そのあたりも常襲水害地対策特別委員会の皆様とも一緒になって、今後、引き続き抜本的

な対策を要望していきたいと思っております。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 
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○12番（池田大生君）〔登壇〕 

今、流すか、ためるか、いろんな方法がある中で、流すか、ためるか。 

１点、お尋ねします。 

焼米堤ですね、そして、朝日ダム、これは白石の利水ですよね。これ流すためには、――

私の考えが、考えというか私のあれが間違っていたら言ってください。――六角川に一回流

したやつを六角川から吸い上げて、白石川に行っているんじゃないんですよね。たしか、水

路がちゃんとあって、焼米の分はちゃんと六角川に流入しないで白石に行けるような用水施

設になっているんですよね。お尋ねします。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

スピード感を持って治水対策をやっていく上で、204 か所のため池の事前放流を考えます

とか、いろいろ言われているわけなんですよね。じゃあ揚水方法がどうだったということは、

きちんと調べておくものじゃないんですか。 

これね、これから先の話なんですよ。水を流すか、ためるか。 

いろんな水利権とか何とかある中に、農業用水として活用されている、これしゅんせつを

したらいいじゃないかということで言われることもありますけど、しゅんせつについてどう

ですか。 

○副議長（末藤正幸君） 

永尾営業部理事 

○永尾営業部理事〔登壇〕 

ため池のしゅんせつについては９月の議会にも回答をさせていただきましたが、しゅんせ

つについての制度設計を図っていきたいと思っております。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

これまでも、９月の段階でも、各議員さんからいろんなお話が出て、こんなものもいいん

じゃないか、こんなものもいいんじゃないか、アイデアはたくさん出てきたと思うんですよ。 

私も、北方のカイダ地区、あそこの水を流す水路がない、導水路がないと、川添川に流す

もの、広田川に引っ張るものがない、ポンプがついても、あそこはたまりっぱなしになるか

ら、だから事前に引っ張ることができる水路をという提案をいたしました。 

今回、このため池のしゅんせつをやっていく、これ補助事業とか何とかの問題も出てくる

かと思います。 

ここで、浸水エリアの地域の考えとして、今まで防災ダムというのはないんですよね。だ
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から、防災機能を併せ持つためのしゅんせつを、これを考えてみてですよ、例えば焼米ダム

で防災機能の分のしゅんせつをする。そしたら、事前放流するときに、元にあった水はその

まま残る。防災ダムの分だけ排出させてくれということになれば、最初の利水のための水は

一時残る。これは放流しなくても大丈夫。雨が降ってきて、被害が出そうなときには、これ

も放流していただく。そのことによって防いでいける。 

まあ素人考えですよ。こういうアイデアをどんどん、どんどん取り入れて、スピード感を

出していくという考えについてはいかがですかね。 

○副議長（末藤正幸君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

市内 204 か所のため池につきましては、当然、利水目的でのため池でございます。 

今、議員御提案の治水に対する分については、しゅんせつは有効かと思いますので、そこ

も含めて検討してまいりたいと思います。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

ぜひ、防災メニューというのもあると思うんですよ。それと合わせていく、そういうこと

が可能であれば補助事業も見つかるかと思います。 

そして、データを活用していく。この災害データをどのように活用していかれるのかなと

思っておりますけども。 

これは８月 15 日の同じ時間に写した六角川上流。これだけの水がまだ残っています。こ

ういう状況の中に、水位の下がり方のデータをしっかりと活用していく必要もあると思いま

す。 

モニターに映しているのは、先ほどエリアの話をしました、８月豪雨の浸水エリア、令和

元年のですね。そして、令和３年の８月豪雨エリアの浸水エリア。 

これを２つ合わせたのが、浸水エリアを重ね合わせた、これ図ですね。これよく私、注意

して見ていたら、方眼囲いなんですよね。これ以前、提案させていただいた、いろんな機関

と関係を瞬時にできるように、――これＵＴＭグリッド地図を活用されてるんですよね。以

前、提案したかいがあったなと思いながらこれ見ていましたけれども。 

そして、データを活用していく。 

先ほど申し上げました、毎秒 124 トンの排水能力が武雄市にあるんですよ。これを全機止

めたら、毎秒 124 トンの水が残っていく。これをどうやって食い止めていくか。稼動させて、

全機止めないで稼働させていくか。 

先ほど、治水の分で言いました。六角川の下を通して水を、塩水じゃなくて、それを用水
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路に引いて、白石町のほうに持っていく、有明海のポンプで上げていただく。 

こういうことを協議しながら、武雄市が有明海に面していたらすぐ放出できるんですけれ

ども、これは武雄市だけでは判断できません。協議をしていただいて、ぜひ進めていただき

たいのと、これ、先ほど、田んぼダムのところでおっしゃられましたけども、この毎秒 124

トン、１時間当たり 44 万 6,400 トン、ポンプが止まったら残るんですよ。 

これ、素人計算ですよ。私が勝手に計算したんですから。私の素人考えですが、これが６

時間止まったら、1.5 メートルの浸水として、田んぼに換算したら 178 町、1.5 メートルの高

さで 178 町の面積が必要になってきます、ポンプが停止したら。 

これを、どう食い止めていくか。床上浸水ゼロを目指していくために、どうこの水を、ど

うやったらこの水が減らしていけるか、これをしっかりとデータを活用していただきたいと

思いますけれども、最後にお尋ねいたします。 

○副議長（末藤正幸君） 

庭木企画部長 

○庭木企画部長〔登壇〕 

しっかりとデータを活用して対策を進めてまいります。 

○副議長（末藤正幸君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

これで終わります。 

○副議長（末藤正幸君） 

以上で 12 番池田議員の質問を終了させていただきます。 

以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでございました。 

散   会    14時21分 

 


